
附属機関等の名称 会議概要                

１ 審議会名  令和４年度第４回安曇野市介護保険等運営協議会  

２ 日  時  令和５年３月24日(金) 午後１時から午後２時00分まで  

３ 会  場  本庁舎３階 全員協議会室  

４ 出席者   新井清美委員、笠原健市委員、黒澤幸恵委員、池田陽子委員、中島美智子委員、 

内川剛委員、小澤悠維委員、小林真弓委員、坂井さつき委員、中林美雪委員、 

長田珠美委員 

（欠席委員：布山昌徳委員、奥田佳孝委員、藤岡嘉委員、黒木昌一委員、内山理恵子委員） 

５ 市側出席者 丸山高齢者介護課長、髙橋高齢者介護課長補佐、深井高齢者介護課長補佐、 

高橋介護保険担当係長、塩原介護保険担当係長、熊井長寿福祉係長、 

高橋認定調査係長、松田介護予防担当保健師、中澤介護予防担当保健師 

前田北部地域包括支援センター管理者、山岸南部地域包括支援センター管理者 

（欠席：野本介護予防担当再任用職員） 

６ 公開・非公開の別 公開  

７ 傍聴者  ０人  

８ 会議概要作成年月日     令和５年３月31日  

協  議  事  項  等 

Ⅰ 会議の概要 

 １ 開会（丸山課長） 

２ あいさつ（中島会長） 

３ 議題 

（１）協議事項 

ア 令和５年度安曇野市地域包括支援センター設置運営方針（案）について 

イ 令和５年度指定介護予防支援事業及び第１号介護予防支援事業委託先事業所の選定 

（追加）（案）について 

（２）報告事項 

   ア 令和４年度地域包括支援センター事業評価の結果について 

   イ 令和５年度～令和９年度安曇野市北部地域包括支援センター業務の委託先決定について 

（３）その他 

   ア 安曇野市老人福祉計画及び第９期介護保険事業計画に係る策定スケジュール（予定） 

について（介護保険担当） 

   イ 安曇野市見守りシール交付事業について（介護予防担当） 

４ その他  

５ 閉会（笠原副会長） 

 

Ⅱ 審議概要 

３ 議題 

（１）協議事項 

ア 令和５年度安曇野市地域包括支援センター設置運営方針（案）について 

・質疑なし（承認） 

イ 令和５年度指定介護予防支援事業及び第１号介護予防支援事業委託先事業所の選定 

（追加）（案）について 

・質疑なし（承認） 

（２）報告事項 

   ア 令和４年度地域包括支援センター事業評価の結果について 

    委 員：報告を聞いて体制の人員不足を感じた。国は１人当たり 1,500 人を示していると 

いうが、安曇野市としては実際何人くらいか。人員は何人くらい足りないのか。 

    事務局：手元に具体的な数字を持っていないが、各地域包括支援センターとも職員 1 人当た

り高齢者 1,700 人から 1,800 人となる。1,500 人は超えているが、実際の業務におい

て職員を何人増員すべきか一概には言えない。現在は、関係機関との連携、業務内

容の工夫等検討しながら取り組んでいる。 

    委 員：個別ケースの評価等において、職員の人数が少なくとも機械化や ICT により標準化

を行うことや効率よく業務分析はできないか。 

 



    事務局：標準の基準で個別ケースを評価するという点においては、認定調査の段階で行われ

ている。その後の具体的な対応については、個別の課題や支援が必要なため、現段

階において標準化は困難。 

   イ 令和５年度～令和９年度安曇野市北部地域包括支援センター業務の委託先決定について 

    ・質疑なし 

（３）その他 

   ア 安曇野市老人福祉計画及び第９期介護保険事業計画に係る策定スケジュール（予定） 

について（介護保険担当） 

・質疑なし 

   イ 安曇野市見守りシール交付事業について（介護予防担当） 

    ・質疑なし 

４ その他  

 ・安曇野市介護保険・高齢者福祉サービスガイド（連携マップ付）紹介 

  ・次回、新年度５月頃の開催予定 

 

 

 



 

令和４年度「第４回安曇野市介護保険等運営協議会」会議次第 
 

日時：令和５年３月24日（金） 

                                                      午後1時から午後２時30分 

                           場所：安曇野市役所３階 全員協議会室  

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議   題 

（１）協議事項 

ア 令和５年度安曇野市地域包括支援センター設置運営方針（案）について【資料１】 

イ 令和５年度指定介護予防支援事業及び第１号介護予防支援事業委託先 

事業所の選定（追加）（案）について                【資料２】 

 

（２）報告事項 

  ア 令和４年度地域包括支援センター事業評価の結果について      【資料３】 

  イ 令和５年度～令和９年度安曇野市北部地域包括支援センター業務の 

委託先決定について                        【資料４】 

 

（３）その他 

  ア 安曇野市老人福祉計画及び第９期介護保険事業計画に係る策定 

スケジュール（予定）について（介護保険担当）                    【資料５】                 

  イ 安曇野市見守りシール交付事業について（介護予防担当）      【資料６】 

 

４ その他  

 

５ 閉  会 

 

【配布資料】 

資 料１   令和５年度安曇野市地域包括支援センター設置運営方針（案） 

資 料２   令和５年度指定介護予防支援事業及び第１号介護予防支援事業委託先事業所の選定（追加）（案） 

       について 

資 料３   令和４年度地域包括支援センター事業評価の結果について 

資 料４   令和５年度～令和９年度安曇野市北部地域包括支援センター業務の委託先決定について 

資 料５    安曇野市老人福祉計画及び第９期介護保険事業計画に係る策定スケジュール（予定）について 

資 料６   安曇野市見守りシール交付事業について 

参考資料１  安曇野市介護保険等運営協議会委員名簿 

参考資料２  安曇野市介護保険条例一部抜粋 

参考資料３  安曇野市介護保険規則一部抜粋 

当日資料１   市出席者名簿 

当日配布   安曇野市介護保険・高齢者福祉サービスガイド（連携マップ付） 



 
介護保険等運営協議会 

令和５年３月 24 日開催 

資料１ 

 

令和５年度 安曇野市地域包括支援センター設置運営方針（案） 

 

Ⅰ 地域包括支援センターの設置方針 

高齢者が住み慣れた地域で安心して尊厳ある生活を続けられるようにするためには、 

できるだけ要介護状態にならないようにする予防対策、そして、個々の高齢者の状況や

変化に応じて介護サービス・医療サービスを始めとする様々なサービスを継続して提供

できる仕組みが必要となります。 

 地域包括支援センターは、地域の関係機関等とネットワークを構築し、地域における

高齢者の心身の健康保持と生活安定のために必要な相談・援助を行うことにより、保健

医療の向上及び福祉の増進を総合的・包括的に継続して支援を行う地域包括ケアを推進

します。さらに、地域住民の様々なニーズに応えることのできる高齢者福祉の地域拠点

となることを目指します。 

 

Ⅱ 基本的な運営方針 

１ 介護予防事業の充実 

  高齢者の多くは、住み慣れた地域で生活を続けることを望んでいます。しかし、高

齢者になると疾病や心身機能の低下等により、これまでどおりの自分らしい生活を続

けていくことが困難になることが多くなります。加齢に伴う日常生活上の問題には、

自分で解決できることや家族や地域の力を借りて解決することのほか、専門職の知識

や助言、支援が必要な場合もあります。 

  また新型コロナウイルス感染症の感染状況により、高齢者の外出機会が減少し、フ

レイル（虚弱）、ロコモティブシンドロームが懸念されます。地域包括支援センターは、

地域に暮らす高齢者の総合相談窓口として、高齢者自身の意思を尊重し、自助努力を

基本に住み慣れた環境下で、自分らしい生活を継続することができるように介護予防

や支援を行います。 

 

２ 地域におけるネットワークの構築 

  心身の機能に衰えがある高齢者にとっては、住み慣れた地域に住み続けることによ

って、安心して安定した生活が維持されるという面もあります。地域で暮らす高齢者

の生活を支えるためには、介護保険サービスのみならず、地域の保健・医療・福祉サ

ービスや生活支援サービス、さらに地域の支え合い活動やボランティア活動を含めた

地域における様々な社会資源を結びつけることが重要です。 

  地域包括支援センターは、地域において、行政機関・医療機関・サービス事業者・

民生児童委員・地域の関係者等とのネットワークを構築し、その調整役として、高齢

者一人一人の状況に合ったサービスや地域の活動につなげられるようきめ細やかな

相談・支援を実施します。 
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３ チームアプローチによる業務 

  地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等の専門職

が配置されています。各職員が業務の理念を理解したうえで、常に相互に情報を共有

し、多様化・複雑化した相談に対しても、それぞれの専門性を生かし、多様な視点か

ら問題の解決を図ることが重要です。地域包括支援センターは、常に各種サービスの

最新情報を把握すると共に、チームアプローチを円滑かつ確実に行うために、情報の

共有化と相談・支援のレベルアップに努めます。 

 

４ 介護支援専門員に対する支援 

  関係機関との連携体制の支援やネットワーク支援、実践力向上支援、個別ケースに

関するサポート等後方支援を行います。 

 

５ 地域包括支援センター間の連携 

   直営の基幹型地域包括支援センターが、引き続きセンター間の調整や委託の地域包

括支援センターの後方支援に当たる役割を担います。また、担当区域を越えた課題や

重点事業について議論すると共に、センター間の連携及び情報交換を図り、課題の解

決に向けて取り組むことで、どの地域に住む高齢者にとっても、同様の支援が受けら

れるようにします。 

 

６ 市との連携強化 

  地域包括支援センターの業務は多岐にわたり、市の多くの部署と連携しています。 

市の関係部署との日常的な連携強化のほか、支援困難ケース等について迅速に対応で

きるよう、事例ごとに連携を図り、問題解決に努めます。 

 

７ 公正・中立性の確保 

  地域包括支援センターは、介護保険制度をはじめとする市町村の介護・福祉行政の

一翼を担う「公益的な機関」です。このため、特定の事業者等に対し、不当に偏った

活動を行うといったことなく、公正で中立性の高い事業運営を行います。 

  地域包括支援センター運営協議会と地域包括支援センターは、公正・中立という立

場で、どのような目標をもって業務に取組み成果を得たか、あるいはどのような課題

が残されたかを、互いに協力し明らかにします。 

 

８ 事業評価の実施 

  地域包括支援センターが継続的に安定した事業を実施するため、地域包括支援セン

ターは事業評価を行い、課題を整理することで業務の改善につなげます。 

 

９ 災害・感染症対策 

  災害の発生や感染症の拡大に備え、市民に必要なサービスが安定的・継続的に提供

されるように、平時より医療機関、保健所、介護保険サービス事業所等と連携しなが

ら業務が継続できる体制を構築するためＢＣＰ（業務継続計画）の策定を進めます。 
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10 個人情報の取り扱い 

  地域包括支援センター業務の遂行にあたっては、個人情報の保護の重要性を認識し、

「個人情報の保護に関する法律」の規定を遵守し、個人の権利利益を侵害することが

ないよう、守秘義務と情報管理の徹底を図ります。 

 

 

Ⅲ 重点的に取り組む業務 

 

１ 地域ケア会議体制における地域ケア個別会議・地域ケア連携会議の実施 

  安曇野市の地域包括ケアシステムの構築を目指した、「地域ケア個別会議」「自立支

援型個別ケア会議」では、個別のケースが抱える課題から、地域に共通する課題の発

見・把握に努めるとともに、介護支援専門員のケアマネジメント実践力を高め、地域

の関係機関相互の連携を強化します。各地域包括支援センターにおいて会議の開催に

努めます。 

  地域包括支援センターと市所管課と合同で開催する地域ケア連携会議では、地域ケ

ア個別会議における課題集約と未解決課題の検討を行い、成功事例については、関係

機関へ情報発信を行います。 

また、政策に反映する事項等は必要に応じて地域包括ケア推進合議体や地域包括ケ

ア推進会議へつなげ、政策形成を目指します。 

  引き続き地域ケア会議体制の充実を図り、地域包括ケアシステムの構築を目指しま

す。 

 

２ 在宅医療・介護連携の推進 

  安曇野市医師会在宅医療連携推進協議会との連携により、引き続き市が取り組む在

宅医療・介護連携のための事業の推進を一層図ります。 

 

３ 認知症施策の推進 

  地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し、認知症施策の推進を行っ

ています。 

主な取り組みとしては、認知症相談への対応や支援を行い、医療・介護の関係機関

との連携に努め、認知症初期集中支援チームとの連携やチーム会議への参加、認知症

サポーター養成講座の講師などを務めています。令和３年３月に改訂した「認知症ガ

イドブック」を活用した、認知症に対する理解を深める啓発活動も行っています。 

「認知症見守りネットワーク事業」「見守りシール交付事業」の普及に努め、地域に

よる見守りネットワークの充実と連携強化を図ります。 

 

４ 生活支援体制整備事業との連携 

  生活支援体制整備事業の核となる協議体に参加し、日常生活圏域ごとに地域のニー

ズや社会資源の把握に努めています。引き続き関係機関と連携を図り、地域包括ケア
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の推進に努めます。 

 

５ 地域密着型通所介護運営推進会議との連携 

  地域密着型通所介護運営推進会議に参加し、地域と介護サービス事業者の良好な関

係構築に向けた支援を継続し、地域包括ケアの推進を図ります。 

 

 

Ⅳ 個別業務の実施方針 

 

１ 第 1 号介護予防支援事業 

  高齢者自身が、地域において介護予防および日常生活支援を目的として、自らの選

択に基づき、自立した日常生活を送ることができるよう必要な援助を行います。 

 

２ 包括的支援事業 

（１）総合相談支援業務 

   保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等が、身近な地域における高齢者の様々

な相談に応じ、適切なサービス利用や機関・制度へつなぎ、継続的に支援します。

また、ネットワークを通じた地域の高齢者の実態把握に努め、要援護高齢者への早

期対応を図ります。 

 

（２）権利擁護業務 

   高齢者が自分らしく尊厳ある生活ができるように、高齢者虐待や消費者被害等の

権利擁護に関する相談及び支援を行います。消費者被害については、訪問時に情報

提供を行い被害防止の啓発活動に努めます。さらに、成年後見支援センターとの連

携を密にし、成年後見制度等の活用に向けた支援を行います。 

 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

   高齢者が介護保険を始めとする様々なサービスを適切に利用できるように、医療

機関・サービス事業者・行政等の関係機関との連携や多職種の協働により、介護支

援専門員への支援を行います。また、継続的なサービス提供の調整を行うため、情

報の提供やケアマネジメント技術向上のための研修会を実施します。 

 



 

１ 

 

資料２ 
介護保険等運営協議会 

令和５年３月 24 日開催 

 

令和５年度指定介護予防支援事業及び第１号介護予防支援事業委託先事業所の 

選定（追加）（案）について 

 

 

「安曇野市介護保険条例」第 14 条第２号及び「安曇野市指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例」第 14 条第 1 号の規定に基づき、下記の指定居宅介護支

援事業所の選定について意見を求めます。 

 

記 

 

 

指定居宅介護支援事業所名 

（運営法人） 
        内   容 

松川村社協居宅介護支援事業所 

（社会福祉法人 松川村社会福祉

協議会） 

所 在 地：北安曇郡松川村 5650-19 

事業所開設日：平成 20 年４月１日 

内容：利用者が左記事業所のケアマネジャーとの

契約を希望され、また当事業の実績もあるため新

規に契約をしたい。 

 

 



令和５年度指定介護予防支援事業及び第1号介護予防支援事業業務委託事業所

1 ＪＡあづみ指定居宅介護支援事業所 399-8205 安曇野市豊科南穂高2728番地1 87-0380 H17.3.1 2.6 〇

2 相澤居宅介護支援事業所あずみの 399-8303 安曇野市穂高787 31-3171 H26.4.1 5 〇

3 居宅介護支援事業所アイ・ユーほたか 399-8303 安曇野市穂高4563番地7 84-0202 H11.7.30 4.4 〇

4 居宅介護支援事業所あず 399-8301 安曇野市穂高有明4227-4 87-5272 H25.5.1 2 〇

5 居宅介護支援事業所ケアマネあずさ 390-1702 松本市梓川梓2344-1 78-5814 H12.4.1 3 〇

6 居宅介護支援事業所あづみの 399-8302 安曇野市穂高北穂高1716-1 81-1222 H12.4.1 6.7 〇

7 北アルプス医療センターあづみ病院居宅介護支援事業所 399-8695 北安曇郡池田町大字池田3207-1
0261-

61-1688
H12.4.1 4 〇

8 あんずの木居宅介護支援事業所 399-8102 安曇野市三郷温299番地 50-7781 H20.4.1 2 〇

9 オフィスリビング 399-8203 安曇野市豊科田沢4642-3 88-7570 R2.4.1 2.1 〇

10 かぐや姫居宅介護支援事業所 399-8303 安曇野市穂高6071番地15 88-2803 R3.2.16 1 〇

11 居宅介護支援事業所風を詠む 399-8201 安曇野市豊科南穂高442-7 71-3277 H21.6.1 1.3 〇

12 ケアプランセンターcarna五反田 141-0031 東京都品川区西五反田3-10-9
03-5496
-8776

H27.2.1 3 〇

13 ケアサポートきずな 399-8211 安曇野市堀金烏川5119番地 87-8016 H25.6.1 3 〇

14 居宅介護支援事業所こうしゅう穂高 399-8303 安曇野市穂高6571番地 87-7018 R3.6.16 1 〇

15 居宅介護支援事業所こうしゅう松川 399-8501 北安曇郡松川村5650-番地54
0261-

61-1828
H16.7.16 3.8 〇

16 孝明居宅介護支援事業所 399-8302 安曇野市穂高北穂高2531-3 82-1323 H12.10.1 1 〇

17 居宅介護支援事業所こだま 399-8211 安曇野市堀金烏川1079-1 88-3550 H18.8.1 3.3 〇

18 サクラケア松本店 390-1701 松本市梓川倭466-37 78-6311 H30.8.10 3 〇

19 ケアプランニングオフィスさらん 399-8205
安曇野市豊科4021-9
　ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ吉野1B

72-8806 H23.4.1 1 〇

20 居宅介護支援事業所サルビア 390-1701 松本市梓川倭3234番地15 88-3026 H23.6.1 4 〇

21 サンクス居宅介護支援事業所 399-8301 安曇野市穂高有明9990-1 88-6855 H19.1.1 3 〇

22 塩原薬局 390-1401 松本市波田5445-4 92-2155 H16.4.1 2 〇

23 安曇野市社協居宅介護支援センター 399-8205 安曇野市豊科4160-1 71-5735 H19.4.1 23 〇

24 ケアプランすみれ 399-8303
安曇野市穂高1380
　はうすあづみA棟106号

87-8128 R2.11.1 1 〇

25 ケアプラン生活支援舎 399-8204 安曇野市豊科高家4172番地1 71-3100 H12.6.1 1 〇

26 居宅介護支援事業所せせらぎ 399-6461 塩尻市大字宗賀1298番地92 51-6222 H22.5.1 3.3 〇

27 セントラルビオス 390-0874 松本市大手2-9-23 39-5888 H18.8.1 2 〇

28 居宅介護支援事業所たきべ野 399-8204 安曇野市豊科高家5090番地１ 71-4132 H17.5.1 1 〇

29 筑摩あんしん館 390-0821 松本市筑摩４丁目20番17号 24-2841 H15.4.16 1 〇

30 ツクイ松本 390-0831 松本市井川城3-4-43 71-6101 H12.4.1 4.6 〇

31 相談支援センター集 399-8205 安曇野市豊科2210-10 55-6829 H30.4.1 1.8 〇

32 ケアプラン　とまり木 399-8301 安曇野市穂高有明1836-2 87-8443 H30.9.1 2 〇

33 居宅介護支援事業所とよしな 399-8205 安曇野市豊科5633-1 71-4624 H12.4.1 1 〇

34 ケアプランなかむら 399-8304 安曇野市穂高柏原1425番地1 87-6588 R1.10.1 1 〇

35 居宅介護支援事業所　和 399-8205 安曇野市豊科5188-8 72-2884 H19.7.1 2.5 〇

36 鍋林松本居宅介護支援事業所 390-8722 松本市双葉8-10 87-7770 H30.7.1 1 〇

37 はなぞの居宅介護支援事業所 390-01831 松本市井川城2丁目10-27 74-1065 R4.4.1 1 〇

38 居宅支援センターふれあい 390-0842 松本市征矢野2丁目12番46号 27-1184 H18.4.1 1 〇

39 ほっとひだまり 399-8204 安曇野市豊科高家781番1 73-2086 H26.5.16 1.5 〇

40 居宅介護支援センターまがりっと 399-8102 安曇野市三郷温2195-1 ｶｰｻ・ﾅｶﾞｵ106 88-6990 H16.11.16 3.6 〇

41 松本協立居宅介護支援センター 390-0817 松本市巾上９-26 35-6454 H11.7.30 10.5 〇

42 安曇野南介護相談センター 399-8101
安曇野市三郷明盛1491
　ロピテル一日市場内

77-6776 H12.4.1 4 〇

43 介護サービス百寿しが 399-7402 松本市会田4023-1 64‐1131 H15.7.1 1 〇

44 居宅介護支援事業所わがや 390-0852 松本市島立2237-62 48-2335 H21.4.1 1 〇

45 居宅介護支援事業所わらわ 399-8303 安曇野市穂高8201-7 87-4511 H30.3.1 1 〇

2
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委託実績電話番号 開設日
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(常勤換算)
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令和４年度地域包括支援センター事業評価の結果について 

 

１ 評価の概要 

 介護保険法の一部改正（平成 29 年法律第 52 号）により、地域包括支援センターの

機能強化を図るため、市町村及び地域包括支援センターによる評価の実施と、その結

果を踏まえて必要な措置を講じることが義務化され、全国統一で用いる評価指標が策

定されました。 

 これまで安曇野市においては、全国統一の評価指標を基に独自の自己評価を行って

きました。今回の報告から、全国、市、センター間の評価の比較が可能であること、

評価の効率化等考慮し、全国統一の評価指標を用いた事業評価を実施し、報告します。 

 

２ 評価項目の概要 

（１）評価年度  令和３年度実施事業 

（２）評価項目の構成 

  ア 組織・運営体制等  項目：市１９  センター１９  うち連携１５ 

  イ 個別業務      項目：市３５  センター３１  うち連携２８ 

  ウ 事業間連携     項目：市 ５   センター ５  うち連携 ５ 

 

３ 評価結果 

（１）安曇野市 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 
介護保険等運営協議会 

令和５年３月 24日開催 
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未達成項目 

１ 組織・運営体制等 

Q26 センターの３職種（準ずる者含む）一人当たり高齢者数（圏域内の高齢者数／セン

ター人員）の状況が 1,500 人以下であるか。 

 

２－（５）介護予防ケアマネジメント・介護予防支援 

Q73 利用者のセルフマネジメントを推進するため、介護予防手帳などの支援の手法を

定め、センターに示しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安曇野市
R4年度調査

全国（市町村）

R3年度調査

全国（市町村）

1 1　 組織運営体制等 94.7% 84.7% 79.4%

2 2-(1) 総合相談支援 100.0% 85.9% 84.8%

3 2-(2) 権利擁護 100.0% 88.4% 87.4%

4 2-(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援 100.0% 70.0% 69.2%

5 2-(4)　地域ケア会議 100.0% 68.5% 68.0%

6 2-(5)　介護予防ケアマネジメント・介護予防支援 83.3% 70.2% 68.4%

7 3　事業間連携（社会保障充実分事業） 100.0% 85.7% 85.6%
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（２）地域包括支援センター 

 

①中央地域包括支援センター 

 

〇市とセンターの調査値  令和３年度⇒令和４年度 

 

       令和３年度                 令和４年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 中央地域包括支援センターの特徴 

 市直営の基幹型センターとして、通常の担当地域への支援の他、市内地域包括支援

センター間の総合調整、地域ケア会議の後方支援等を行っています。また、市役所本

庁舎内に設置されているため、高齢者の総合相談窓口として多くの相談対応を行って

います。 

 担当の豊科、明科地域の高齢者人口は、市内の地域包括支援センターでは一番多く、

また、過疎地域も担当しているため、３職種及び看護師、事務職連携を取り業務にあ

たっています。 

令和３年度

調査

令和４年度

調査

令和４年度

全国平均

1　組織運営体制等 94.7% 94.7% 89.6%

2-(1) 総合相談支援 100.0% 100.0% 91.5%

2-(2) 権利擁護 100.0% 100.0% 91.0%

2-(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援 100.0% 100.0% 82.0%

2-(4)　地域ケア会議 100.0% 100.0% 84.0%

2-(5)　介護予防ケアマネジメント・介護予防支援 80.0% 80.0% 83.2%

3　事業連携（社会保障充実分事業） 100.0% 100.0% 86.9%

項　目
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２ 現状で取り組みが進んでいない業務とその要因 

《取り組みが進んでいない業務》 

Off－JT（職場外研修）への参加が難しい状況でした。 

《要因》 

コロナ禍により、外部研修の実施が見送られるなど、参加ができない状態が続き

ました。オンライン研修の普及により、職場を離れることはありませんが、必要な

知識や支援技術の向上のための研修に参加できました。 

 

３ 市の取り組みとセンターの取り組みに差がみられる業務とその要因 

《差がみられる業務》なし 

市もセンターも共に取り組みが進んでいない業務として、利用者のセルフマネジ

メントの推進が挙げられます。 

《要因》 

ここでは、具体的な介護予防手帳の活用について評価しますが、市の介護予防手

帳がないため取り組みが進んでいないという評価になります。 

実際は、センター職員等が様々な情報提供や提案を行いながら、高齢者が住み慣

れた地域で生きがいや役割をもって暮らし続けられるよう支援しています。 

 

４ 今後の取り組み 

基幹センターとしての役割と強みを発揮し、３地域包括支援センターの連携と共有

を図りながら、市の高齢者の支援を進めていきます。 
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②北部地域包括支援センター 

 

〇市とセンターの調査値  令和３年度⇒令和４年度 

 

       令和３年度               令和４年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 北部地域包括支援センターの特徴 

委託の包括支援センターとして穂高地区（高齢者人口約 11,000 人）を担当してい

ます。常勤職員６名、非常勤職員２名の体制で相談援助業務を行っています。 

 

２ 現状で取り組みが進んでいない業務とその要因 

《取り組みが進んでいない業務》 

地域ケア会議 

・ケアマネジャーや関係機関に対しての周知が不十分です。 

・検討内容から具体的な施策の提案が行えていません。 

令和３年度

調査

令和４年度

調査

令和４年度

全国平均

1　組織運営体制等 94.7% 94.7% 89.6%

2-(1) 総合相談支援 83.3% 83.3% 91.5%

2-(2) 権利擁護 100.0% 100.0% 91.0%

2-(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援 83.3% 83.3% 82.0%

2-(4)　地域ケア会議 100.0% 100.0% 84.0%

2-(5)　介護予防ケアマネジメント・介護予防支援 80.0% 80.0% 83.2%

3　事業連携（社会保障充実分事業） 100.0% 100.0% 86.9%

項　目
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《要因》 

・地域ケア個別会議の目的に対して、認識に温度差があります。 

・個別課題を地域課題として捉える時の集約が難しいと感じています。 

また、役割や期限が明確でないと考えます。 

 

３ 市の取り組みとセンターの取り組みに差がみられる業務とその要因 

《差がみられる業務》 

包括的・継続的ケアマネジメント業務 

・介護支援専門員から受けた相談事例の整理や分析が十分行えていません。 

・関係機関との連携が不十分です。 

《要因》 

  ・介護予防ケアマネジメント、介護予防支援事業の比重が大きくなっています。 

 ・職員のケアマネジメントスキルが不足していると感じます。 

 

４ 今後の取り組み 

・業務分担や担当件数の見直しを行います。 

・事例検討会や内外の研修会に積極的に参加し、職員のレベルアップを図ります。 
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③南部地域包括支援センター 

 

〇市とセンターの調査値  令和３年度⇒令和４年度 

 

       令和３年度               令和４年度 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ 南部地域包括支援センターの特徴 

介護に関する相談や介護予防のためのｻｰﾋﾞｽを利用したいとの相談が多く寄せられ

ています。２生活圏域を担当し市役所支所内に設置されている当包括支援センターは、

設置地域にとっての利便性は良いが、もう一方の地域は相談が入れば基本的には訪問

にて様子を確認し、必要な支援に繋げています。 

 

２ 現状で取組が進んでいない業務とその要因 

《取り組みが進んでいない業務》 

・地域ケア個別会議 

《要因》 

・ケアマネジャーからの開催要請がない、もしくは数少ない状況です。 

令和３年度

調査

令和４年度

調査

令和４年度

全国平均

1　組織運営体制等 89.5% 89.5% 89.6%

2-(1) 総合相談支援 83.3% 100.0% 91.5%

2-(2) 権利擁護 100.0% 100.0% 91.0%

2-(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援 66.7% 66.7% 82.0%

2-(4)　地域ケア会議 88.9% 88.9% 84.0%

2-(5)　介護予防ケアマネジメント・介護予防支援 80.0% 80.0% 83.2%

3　事業連携（社会保障充実分事業） 80.0% 100.0% 86.9%

項　目
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・課題の捉え方や介護ｻｰﾋﾞｽによる解決を優先し地域資源を活用すると言う視点が

不十分です。 

・個別課題を地域課題として整理し、検討事項として取り上げて行くためのスキル

が不足しており政策提案には繋がっていません。 

 

３ 市の取り組みとセンターの取組に差がみられる業務とその要因 

《差がみられる業務》 

・包括的継続的ケアマネジメント業務 

《要因》 

・自立支援・重度化防止に資するケアマネジメントに関して、具体的なﾂｰﾙ（興味関

心ﾁｪｯｸｼｰﾄ等）及び多職種の視点（地域ｹｱ会議等）の活用の意義や効果について、ケ

アマネジャーへの周知が不足しています。 

 

４ 今後の取組 

地域ケア個別会議に関しては地域のケアマネジャーへの声掛けを引き続き行い、個

別課題からより細かな地域課題を把握検討の結果、政策提案に繋げられるよう職員の

スキルアップとケアマネジャーへの十分な支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 



安曇野市
該当〇

全国調査
結果

中央 北部 南部
全国調査
結果

対象年度等

１　組織・運営体制等 １　組織運営体制等

(1)　組織運営体制 (1)　組織運営体制

1 Q19
運営協議会での議論を経て、センターの運営方針を策定し、センターへ伝達
しているか。

○ 70.4% 1 Q11
市町村が定める運営方針の内容に沿って、センターの事業計画を策定してい
るか。

○ ○ ○ 94.8% 当該年度４月末日

2 Q20
年度ごとのセンターの事業計画の策定に当たり、センターと協議を行ってい
るか。

○ 76.2% 2 Q11-1
事業計画の策定に当たって、市町村と協議し、市町村から受けた指摘がある
場合、これを反映しているか。

○ ○ ○ 88.2%

3 Q21
前年度における運営協議会での議論を踏まえ、センターの運営方針、セン
ターへの支援・指導の内容を改善したか。

○ 47.8% 3 Q12
市町村の支援・指導の内容により、逐次、センターの業務改善が図られてい
るか。

○ ○ ○ 96.4% 前年度

4 Q22 市町村とセンターの間の連絡会合を、定期的に開催しているか。 ○ 87.0% 4 Q13 市町村が設置する定期的な連絡会合に、毎回、出席しているか。 ○ ○ ○ 94.4% 前年度

5 Q23
センターに対して、担当圏域の現状やニーズの把握に必要な情報を提供して
いるか。

○ 96.9% 5 Q14
市町村から、担当圏域の現状やニーズの把握に必要な情報の提供を受けてい
るか。

○ ○ ○ 97.9% 前年度

6 Q15
把握した担当圏域の現状やニーズに基づき、センターの取組における重点項
目を設定しているか。

○ ○ ○ 85.8% 前年度

6 Q24
センターに対して、介護保険法施行規則に定める原則基準に基づく３職種の
配置を義務付けているか。

○ 92.1%

7 Q25
センターにおいて、3職種（それぞれの職種の準ずる者は含まない）が配置
されているか。

○ 74.0% 7 Q16 ３職種（それぞれの職種の準ずる者は含まない）を配置しているか。 ○ ○ × 61.3% 当該年度４月末日

8 Q26
センターの３職種（準ずる者含む）一人当たり高齢者数（圏域内の高齢者数
／センター人員）の状況が1,500人以下であるか。

× 61.6% 当該年度４月末日

9 Q27
センター職員の資質向上の観点から、センター職員を対象とした研修計画を
策定し、年度当初までにセンターに示しているか。

○ 50.3% 8 Q17
市町村から、年度当初までに、センター職員を対象とした研修計画が示され
ているか。

○ ○ ○ 70.9% 当該年度４月末日

9 Q18
センターに在籍する全ての職員に対して、センターまたは受託法人が、職場
での仕事を離れての研修（Off-JT）を実施しているか。

× × × 79.9% 前年度

10 Q28
センターに対して、夜間・早朝の窓口（連絡先）の設置を義務付けている
か。

○ 76.5% 10 Q19
夜間・早朝の窓口（連絡先）を設置し、窓口を住民にパンフレットやホーム
ページ等で周知しているか。

○ ○ ○ 70.4% 前年度

11 Q29 センターに対して、平日以外の窓口（連絡先）の設置を義務付けているか。 ○ 79.4% 11 Q20
平日以外の窓口（連絡先）を設置し、窓口を住民にパンフレットやホーム
ページ等で周知しているか。

○ ○ ○ 74.2% 前年度

12 Q30 市町村の広報紙やホームページなどでセンターの周知を行っているか。 ○ 96.5% 12 Q21 パンフレットの配布など、センターの周知を行っているか。 ○ ○ ○ 97.4% 前年度

13 Q31
介護サービス情報公表システム等において、センターの事業内容・運営状況
に関する情報を公表しているか。

○ 84.8% 前年度

12 9.9 11 11 10 10.1

92.3% 76.4% 91.7% 91.7% 83.3% 84.3%

平均点数・個数

令和４年度安曇野市地域包括支援センター事業評価結果（市・３包括）

市町村指標

平均点数・％

センター項目

平均点数・個数

平均点数・％
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(2)　個人情報の保護 (2)　個人情報の管理

14 Q32 個人情報保護に関する市町村の取扱方針をセンターに示しているか。 ○ 94.5% 13 Q22
個人情報保護に関する市町村の取扱方針に従って、センターが個人情報保護
マニュアル（個人情報保護方針）を整備しているか。

○ ○ ○ 93.4% 前年度

15 Q33
個人情報が漏えいした場合の対応など、センターが行うべき個人情報保護の
対応について、センターへ指示しているか。

○ 84.2% 14 Q23
個人情報が漏えいした場合の対応など、市町村から指示のあった個人情報保
護のための対応を、各職員へ周知しているか。

○ ○ ○ 90.4% 前年度

15 Q24 個人情報保護に関する責任者（常勤）を配置しているか。 ○ ○ ○ 94.4% 前年度

16 Q25 個人情報の持出・開示時は、管理簿への記載と確認を行っているか。 ○ ○ ○ 73.1% 前年度

16 Q34
センターからの個人情報漏えい等の報告事案に対し、対応策を指示・助言し
ているか。

○ 90.6%

3 2.7 4 4 4 3.5

100.0% 89.8% 100.0% 100.0% 100.0% 87.9%

(3)　利用者満足の向上 (3)　利用者満足の向上

17 Q35
苦情内容の記録等、苦情対応に関する市町村の方針をセンターに示している
か。

○ 85.1% 17 Q26
市町村の方針に沿って、苦情対応体制を整備し、苦情内容や苦情への対応策
について記録しているか。 ○ ○ ○ 96.7% 前年度

18 Q36
センターが受けた介護サービスに関する相談について、センターから市町村
に対して報告や協議を受ける仕組みを設けているか。

○ 96.4% 18 Q27
センターが受けた介護サービスに関する相談について、市町村に対して報告
や協議を行う仕組みが設けられているか。

○ ○ ○ 96.8% 前年度

19 Q37
相談者のプライバシーが確保される環境整備に関する市町村の方針をセン
ターに示しているか。

○ 81.8% 19 Q28
相談者のプライバシー確保に関する市町村の方針に沿い、プライバシーが確
保される環境を整備しているか。 ○ ○ ○ 96.1% 前年度

3 2.6 3 3 3 2.9

100.0% 87.7% 100.0% 100.0% 100.0% 96.5%

18 15.3 18 18 17 16.5

94.7% 84.7% 94.7% 94.7% 89.5% 89.6%

平均点数・個数

平均点数・個数

平均点数・％

平均点数・％

平均点数・個数

１　組織運営体制等　計　点数：個数

１　組織運営体制等　計　点数：％

平均点数・％

１計　平均点数：個数

１計　平均点数：％

平均点数・個数

平均点数・％
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対象年度等市町村指標 センター項目

２　個別業務 ２　個別業務

(1)　総合相談支援業務 (1)　総合相談支援

20 Q38
市町村レベルの関係団体（民生委員等）の会議に、定期的に参加している
か。

○ 85.5%

20 Q29
地域における関係機関・関係者のネットワークについて、構成員・連絡先・
特性等に関する情報をマップまたはリストで管理しているか。

○ ○ ○ 95.0% 前年度

21 Q39
センターと協議しつつ、センターにおいて受けた相談事例の終結条件を定め
ているか。

○ 53.6% 21 Q30 相談事例の終結条件を、市町村と共有しているか。 ○ × ○ 77.4% 前年度

22 Q40 センターにおける相談事例の分類方法を定めているか。 ○ 90.8% 22 Q31 相談事例の分類方法を、市町村と共有しているか。 ○ ○ ○ 94.9% 前年度

23 Q41 １年間におけるセンターの相談件数を把握しているか。 ○ 98.4% 23 Q32 １年間の相談件数を市町村に報告しているか。 ○ ○ ○ 98.6% 前年度

24 Q42 センターからの相談事例に関する支援要請に対応したか。 ○ 96.2% 24 Q33
相談事例解決のために、市町村への支援を要請し、その要請に対し市町村か
らの支援があったか。

○ ○ ○ 96.3% 前年度

25 Q43
センターが対応した家族介護者からの相談について、相談件数・相談内容を
把握しているか。

○ 90.6% 25 Q34
家族介護者からの相談について、相談件数や相談内容を記録等に残して取り
まとめているか。

○ ○ ○ 86.8% 前年度

6 5.2 6 5 6 5.5

100.0% 85.9% 100.0% 83.3% 100.0% 91.5%

(2)　権利擁護業務 (2)　権利擁護

26 Q45
成年後見制度の市町村長申し立てに関する判断基準をセンターと共有してい
るか。

○ 82.5% 26 Q36
成年後見制度の市町村長申し立てに関する判断基準が、市町村から共有され
ているか。

○ ○ ○ 85.0% 前年度

27 Q46
高齢者虐待事例及び高齢者虐待を疑われる事例への対応の流れを整理し、セ
ンターと共有しているか。

○ 93.4% 27 Q38
高齢者虐待事例及び高齢者虐待を疑われる事例への対応の流れについて、市
町村と共有しているか。

○ ○ ○ 97.5% 前年度

28 Q47
センターまたは市町村が開催する高齢者虐待防止に関する情報共有、議論及
び報告等を行う会議において、高齢者虐待事例への対応策を検討している
か。

○ 95.2% 28 Q39
センターまたは市町村が開催する高齢者虐待防止に関する情報共有、議論及
び報告等を行う会議において、高齢者虐待事例への対応策を検討している
か。

○ ○ ○ 97.0% 前年度

29 Q48
消費生活に関する相談窓口及び警察に対して、センターとの連携についての
協力依頼を行っているか。

○ 82.5% 29 Q40
消費者被害に関し、センターが受けた相談内容について、消費生活に関する
相談窓口または警察等と連携の上、対応しているか。

○ ○ ○ 91.4% 前年度

30 Q41
消費者被害に関する情報を、民生委員・介護支援専門員・ホームヘルパー等
へ情報提供する取組を行っているか。

○ ○ ○ 84.2% 前年度

4 3.5 5 5 5 4.6

100.0% 88.4% 100.0% 100.0% 100.0% 91.0%

平均点数・個数

平均点数・個数

平均点数・％

平均点数・％

平均点数・個数

平均点数・％

平均点数・個数

平均点数・％
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(3)　包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 (3)　包括的・継続的ケアマネジメント支援

30 Q49
日常生活圏域ごとの居宅介護支援事業所のデータを把握し、センターに情報
提供しているか。

○ 82.9% 31 Q42 担当圏域における居宅介護支援事業所のデータを把握しているか。 ○ ○ × 92.7% 前年度

31 Q50
センターと協議の上、センターが開催する介護支援専門員を対象にした研修
会・事例検討会等の開催計画を作成しているか。

○ 71.9% 32 Q43
介護支援専門員を対象にした研修会・事例検討会等の開催計画を策定し、年
度当初に、指定居宅介護支援事業所に示しているか。

○ ○ ○ 72.9% 当該年度

32 Q51
介護支援専門員を対象に、包括的・継続的ケアマネジメントを行うための課
題や支援などに関するアンケートや意見収集等を行い、センターに情報提供
を行っているか。

○ 52.0%

33 Q52
地域の介護支援専門員の実践力向上を図ることなどを目的とした、地域ケア
会議や事例検討等を行うことができるように、センター職員を対象とした研
修会を開催しているか。

○ 55.6%

34 Q53
介護支援専門員のニーズに基づいて、多様な関係機関・関係者との意見交換
の場を設けているか。

○ 80.7% 34 Q45
担当圏域の介護支援専門員のニーズに基づいて、多様な関係機関・関係者と
の意見交換の場を設けているか。

○ ○ ○ 82.2% 前年度

35 Q46
介護支援専門員が円滑に業務を行うことができるよう、地域住民に対して介
護予防・自立支援に関する意識の共有を図るための出前講座等を開催してい
るか。

○ ○ ○ 75.9% 前年度

35 Q54
センターが介護支援専門員から受けた相談事例の内容を整理・分類した上
で、経年的に件数を把握しているか。

○ 77.1% 36 Q47
介護支援専門員から受けた相談事例の内容を整理・分類した上で、経年的に
件数を把握しているか。

〇 × × 80.4% 前年度

6 4.2 6 5 4 4.9

100.0% 70.0% 100.0% 83.3% 66.7% 82.0%

前年度○ ○ ○ 87.8%

平均点数・個数 平均点数・個数

平均点数・％平均点数・％

33 Q44

介護支援専門員に対するアンケート・意見収集等についての市町村からの情
報提供や、市町村による研修会の内容等を踏まえ、地域の介護支援専門員の
ニーズや課題に基づく事例検討会や、個別事例を検討する地域ケア会議等を
開催しているか。
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（4）　地域ケア会議 （4）　地域ケア会議

36 Q55
地域ケア会議が発揮すべき機能、構成員、スケジュールを盛り込んだ開催計
画を策定し、センターに示しているか。

○ 69.3% 37 Q48
地域ケア会議が発揮すべき機能、構成員、スケジュール等を盛り込んだ開催
計画が市町村から示されているか。

○ ○ ○ 84.6% 当該年度４月末日

37 Q55-1

地域の医療・介護・福祉等の関係者に、策定した地域ケア会議の開催計画を
周知しているか。
　（Q55で「１」（○）の場合のみ回答する欄です。Q55で「×」の場合は、
「×」を選択してください。）

○ 57.7%

38 Q56
センター主催の地域ケア会議の運営方法や、市町村主催の地域ケア会議との
連携に関する方針を策定し、センターに対して周知しているか。

○ 69.4% 38 Q49
センター主催の地域ケア会議の運営方針を、センター職員・会議参加者・地
域の関係機関に対して周知しているか。

○ ○ ○ 81.6% 当該年度４月末日

39 Q59 センター主催の個別事例について検討する地域ケア会議に参加しているか。 ○ 88.9% 39 Q50 センター主催の地域ケア会議において、個別事例について検討しているか。 ○ ○ ○ 90.8% 前年度

40 Q61
地域ケア会議において多職種と連携して、自立支援・重度化防止等に資する
観点から個別事例の検討を行い、対応策を講じているか。

○ 87.9% 40 Q53
センター主催の地域ケア会議において、多職種と連携して、自立支援・重度
化防止等に資する観点から個別事例の検討を行い、対応策を講じているか。

○ ○ ○ 80.6% 前年度

41 Q62
センターと協力し、地域ケア会議における個人情報の取扱方針を定め、セン
ターに示すとともに、市町村が主催する地域ケア会議で対応しているか。

○ 79.3% 41 Q54
市町村から示された地域ケア会議における個人情報の取扱方針に基づき、セ
ンターが主催する地域ケア会議で対応しているか。

○ ○ ○ 88.7% 前年度

42 Q63
地域ケア会議の議事録や検討事項を構成員全員が共有するための仕組みを講
じているか。

○ 79.6% 42 Q55
センター主催の地域ケア会議において、議事録や検討事項をまとめ、参加者
間で共有しているか。

○ ○ ○ 85.0% 前年度

43 Q64
地域ケア会議で検討した個別事例について、その後の変化等をモニタリング
するルールや仕組みを構築し、かつ実行しているか。

○ 69.8% 43 Q56
地域ケア会議で検討した個別事例について、その後の変化等をモニタリング
しているか。

○ ○ ○ 81.8% 前年度

44 Q65
生活援助の訪問回数の多いケアプラン（生活援助中心のケアプラン）の地域
ケア会議等での検証について実施体制を確保しているか。

○ 61.9%

45 Q67 センター主催の地域課題に関して検討する地域ケア会議に参加しているか。 ○ 75.4% 44 Q51 センター主催の地域ケア会議において、地域課題に関して検討しているか。 ○ ○ × 73.0% 前年度

46 Q68 センター主催の地域ケア会議で検討された内容を把握しているか。 ○ 87.2% 45 Q57
センター主催の地域ケア会議における検討事項をまとめたものを、市町村に
報告しているか。

○ ○ ○ 90.1% 前年度

47 Q69
センター主催及び市町村主催も含めた、地域ケア会議の検討内容をとりまと
めて、住民向けに公表しているか。

○ 15.6% 前年度

48 Q70
複数の個別事例から地域課題を明らかにし、これを解決するための政策を市
町村に提言しているか。

○ 49.0%

13 8.9 9 9 8 7.6

100.0% 68.5% 100.0% 100.0% 88.9% 84.0%平均点数・％

平均点数・個数

平均点数・％

平均点数・個数
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（5）　介護予防ケアマネジメント・介護予防支援 （5）　介護予防ケアマネジメント・指定介護予防支援

49 Q71
自立支援・重度化防止等に資するケアマネジメントに関する市町村の基本方
針を定め、センターに周知しているか。

○ 70.1% 46 Q58
自立支援・重度化防止等に資するケアマネジメントに関し、市町村から示さ
れた基本方針を、センター職員及び委託先の居宅介護支援事業所に周知して
いるか。

○ ○ ○ 81.7% 当該年度４月末日

50 Q72
センター、介護支援専門員、生活支援コーディネーター、協議体に対して、
保険給付や介護予防・生活支援サービス事業以外の多様な地域の社会資源に
関する情報を提供しているか。

○ 84.8% 47 Q59
介護予防ケアマネジメント・介護予防支援のケアプランにおいて、保険給付
や介護予防・生活支援サービス事業以外の多様な地域の社会資源を位置づけ
たことがあるか。

〇 ○ ○ 96.2%

51 Q73
利用者のセルフマネジメントを推進するため、介護予防手帳などの支援の手
法を定め、センターに示しているか。

× 37.7% 48 Q60
利用者のセルフマネジメントを推進するため、市町村から示された支援の手
法を活用しているか。

× × × 58.5% 前年度

52 Q74
介護予防ケアマネジメント・介護予防支援を委託する際の事業所選定につい
て、公平性・中立性確保のための指針を作成し、センターに明示している
か。

○ 66.3% 49 Q61
介護予防ケアマネジメント・介護予防支援を委託する際の事業所選定の公平
性・中立性確保のための指針が市町村から示されているか。

○ ○ ○ 85.2% 当該年度４月末日

53 Q75
介護予防ケアマネジメント・介護予防支援を委託する際のセンターの関与に
ついて、市町村の方針をセンターに対して明示しているか。

○ 66.0% 50 Q62
介護予防ケアマネジメント・介護予防支援を委託した場合は、台帳への記録
及び進行管理を行っているか。

○ ○ ○ 94.5% 当該年度４月末日

54 Q76
介護予防ケアマネジメント・介護予防支援におけるセンターの人員体制と実
施件数を把握しているか。

○ 96.5%

5 4.2 4 4 4 4.2

83.3% 70.2% 80.0% 80.0% 80.0% 83.2%

34 26.0 30 28 27 26.7

97.1% 76.6% 96.8% 90.3% 87.1% 86.4%

３　事業間連携（社会保障充実分事業）

55 Q77
医療関係者とセンターの合同の事例検討会の開催または開催支援を行ってい
るか。

○ 74.3% 51 Q63 医療関係者と合同の事例検討会に参加しているか。 ○ ○ ○ 78.9%

56 Q78
医療関係者とセンターの合同の講演会・勉強会等の開催または開催支援を
行っているか。

○ 81.4% 52 Q64 医療関係者と合同の講演会・勉強会等に参加しているか。 ○ ○ ○ 91.0%

57 Q79
在宅医療・介護連携推進事業における相談窓口とセンターの連携・調整が図
られるよう、連携会議の開催や情報共有の仕組みづくりなどの支援を行って
いるか。

○ 88.1% 53 Q65
在宅医療・介護連携推進事業における相談窓口に対し、相談を行っている
か。

○ ○ ○ 84.5%

58 Q80
認知症初期集中支援チームとセンターの連携・調整が図られるよう、連携会
議の開催や情報共有の仕組みづくりなどの支援を行っているか。

○ 92.6% 54 Q66
認知症初期集中支援チームと訪問支援対象者に関する情報共有を図っている
か。

○ ○ ○ 89.0% 前年度

59 Q81
生活支援コーディネーターや協議体とセンターの連携・調整が図られるよ
う、連携会議の開催や情報共有の仕組みづくりなどの支援を行っているか。

○ 92.2% 55 Q67
生活支援コーディネーター・協議体と地域における高齢者のニーズや社会資
源について協議をしているか。

○ ○ ○ 90.9%

5 4.3 5 5 5 4.3

100.0% 85.7% 100.0% 100.0% 100.0% 86.9%３　事業間連携　計　平均点数・％ ３計　点数：％

３計　平均点数：個数

２計　点数：％

２計　平均点数：個数

３　事業間連携（社会保障充実分事業）

２　個別業務　計　点数：個数

２　個別業務　計　点数：％

３　事業間連携　計　平均点数・個数

平均点数・％

平均点数・個数

平均点数・％
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市町村及び地域包括支援センターの評価指標

別添１



市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

1 運営協議会での議論を経て、センターの運営
方針を策定し、センターへ伝達しているか。

1 市町村が定める運営方針の内容に沿って、セン
ターの事業計画を策定しているか。

・地域の関係者で構成さ
れる運営協議会の仕組
みを活用し、運営方針を
策定していることを評価
するもの。

評価実施年
度の運営に
ついて、4月
末日までに
示された運
営方針が対
象

（市町村・センター）
・紙面等で策定されている場合に、指標
の内容を満たしているものとして取り扱う。

2 年度ごとのセンターの事業計画の策定に当た
り、センターと協議を行っているか。

2 事業計画の策定に当たって、市町村と協議し、市
町村から受けた指摘がある場合、これを反映して
いるか。

・センターの事業計画を
策定するに当たり、市町
村とセンターで必要な協
議が行われ、センターの
事業計画に反映されて
いるかを評価するもの。

評価実施年
度の事業計
画を策定し
た際の検討
実績が対象

（市町村・センター）
・協議の方法等は問わない。
・協議の記録（協議内容に関する議事メ
モ等）が残されている場合に、指標の内
容を満たしているものとして取り扱う。

3 前年度における運営協議会での議論を踏まえ、
センターの運営方針、センターへの支援・指導の
内容を改善したか。

3 市町村の支援・指導の内容により、逐次、セン
ターの業務改善が図られているか。

・センターの運営方針、
支援・指導の内容に関し、
運営協議会から意見・指
摘を受けた際の対応状
況を評価するもの。

前年度の対
応実績を対
象

（市町村）
・前年度に開催した運営協議会において、
意見または指摘が出されなかった場合は、
指標の内容を満たしていないものとして
取り扱う。
（センター ）
・市町村からの支援・指導のあった都度、
センターの業務改善が図られている場合、
指標の内容を満たすものとする。

4 市町村とセンターの間の連絡会合を、定期的
に開催しているか。

4 市町村が設置する定期的な連絡会合に、毎回、
出席しているか。

・市町村とセンターの連
携のための体制が整備
され、連携が図られてい
るかを評価するもの。

前年度の実
績が対象

（センター）
・原則的に毎回出席していれば、出席を
予定していた連絡会合に、虐待対応など
緊急対応のため出席できないことがあっ
た場合も、指標の内容を満たしているも
のとして取り扱う。

5 センターに対して、担当圏域の現状やニーズ
の把握に必要な情報を提供しているか。

5 市町村から、担当圏域の現状やニーズの把握に
必要な情報の提供を受けているか。

・センターが担当圏域の
実情に応じた取組を行う
ための、情報連携や重
点項目の設定を評価す
るもの。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）
・次の７つの情報のうち、３つ以上提供し
ている、または提供されている場合に、
指標の内容を満たしているものとして取り
扱う。（①担当圏域の高齢者人口②担当
圏域の高齢者のみの世帯数③介護予
防・日常生活圏域ニーズ調査等の各種
住民アンケート結果④要介護等認定者
数やサービス利用状況等の介護保険に
係る情報⑤民生委員や地域のサロン運
営者等地域の関係団体情報⑥地域の社
会資源に関する情報⑦その他ニーズ把
握に必要な情報）
・データ、書面、システム等で提供してい
る・提供されている場合に、指標の内容
を満たしているものとして取り扱う。

１．組織・運営体制等
(1) 組織・運営体制

1

市町村指標におけるセンターとは、管内の全センターをいう。



2

市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

（市町村指標なし） 6 把握した担当圏域の現状やニーズに基づき、
センターの取組における重点項目を設定してい
るか。

前年度の実
績が対象

（センター）
・重点業務を定めた検討の記録（検討に関
する会議のメモ等）が残されている場合に、
指標の内容を満たしているものとして取り
扱う。

6 センターに対して、介護保険法施行規則に定
める原則基準に基づく三職種の配置を義務付け
ているか。

(センター指標なし) ・包括的支援事業を適
切に実施するための原
則的な体制が確保され
ていることを評価するも
の。

評価実施年
度における4
月末時点の
状況が対象

（市町村）
・介護保険法施行規則に定める原則基準
に基づく人員の配置状況を評価するもの。
・介護保険法施行規則第140条の66第１号
ロの基準が適用される場合は、それに基づ
く人員の配置状況を評価する。
・直営のセンターについては、介護保険法
施行規則に定める原則基準に基づく人員
配置が、組織規則等において定められてい
る、またはその他の方法により明示される
ことをもって指標を満たしているものとして
取り扱う。
・包括的支援事業の実施基準を定める条
例に定めているのみでは指標の内容を満
たしていないものとして取り扱う。
・三職種には準ずる者を含む。

7 センターにおいて、三職種（それぞれの職種の
準ずる者は含まない）が配置されているか。

7 三職種（それぞれの職種の準ずる者は含まな
い）を配置しているか。

評価実施年
度における4
月末時点の
状況が対象

（市町村・センター）
・三職種（それぞれの職種の準ずる者は含
まない）がそれぞれ１名以上配置されてい
る場合に、指標の内容を満たしているもの
として取り扱う。ただし、介護保険法施行規
則第140条の66第１号ロの基準が適用され
る場合は、担当区域における高齢者数に
応じ、以下のとおり配置されている場合（そ
れぞれの職種の準ずる者は含まない）に指
標の内容を満たしているものとして取り扱う。
・1000人未満の場合：３職種のうち１職種
（１名）以上
・1000人以上2000人未満の場合：３職種の
うち２職種（２名）以上
・2000人以上3000人未満の場合：保健師１
名以上と社会福祉士・主任介護支援専門
員のいずれか１名以上
（市町村）
・複数のセンターを設置している場合は、平
均値を算出し、小数点第１位を四捨五入し
整数化した値が基準による配置人数以上
であれば、指標の内容を満たしているもの
として取り扱う。
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市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

8 センターの三職種（準ずる者含む）一人当たり
高齢者数（全圏域内の高齢者数/全センター人
員）の状況が1,500人以下であるか。
※小規模の担当圏域におけるセンターについて
は配置基準が異なるため、以下の指標を用いる。
①第１号被保険者数が概ね2,000人以上3,000人
未満･･･1,250人以下
②第１号被保険者数が概ね1,000人以上2,000人
未満の場合･･750人以下
③第１号被保険者数が概ね1,000人未満の場合
…500人以下

（センター指標なし） ・介護保険法施行規
則第140条の66にお
いて、担当区域にお
ける第１号被保険者
数がおおむね3000
人以上6000人未満
ごとに三職種を一人
ずつ配置することと
されており、三職種
一人当たりの第１号
被保険者数は1000
～2000人と定めら
れていることを踏ま
え、人員配置状況を
評価するもの。

評価実施年
度における4
月末時点の
状況が対象

（市町村）
・三職種の人員配置基準については、介護
保険法施行規則第140条の66に定める基
準とする。
・センターが複数ある場合（担当圏域が全
て同規模の場合）には、まずセンターごとに
三職種一人当たりの第１号被保険者人口
を算出した上で、平均値により判定。
・市町村に規模の異なる担当圏域が混在
する場合の解釈について、例示すると次の
とおり。
①第１号被保険者数が2,400人で三職種の
配置２名（2,400/2=1,200人）
②第１号被保険者数が1,400人で三職種の
配置２名（1,400/2=700人）
→A:各センターの一人当たり第１号被保険

者数の合計：1,200+700=1,900人
B:各センターの担当圏域の規模ごとの指
標における基準人数※の合計：
1,250+750=2,000人

→指標を満たすのは、A≦Bの場合であり、
本例示は指標を満たしている。

※「各地域包括支援センターの担当圏域の
規模ごとの基準人数」とは、指標に示して
いる三職種一人当たり第１号被保険者数
のこと。
・包括的支援事業に従事する三職種のみ
を対象とする。

9 センター職員の資質向上の観点から、センター
職員を対象とした研修計画を策定し、年度当初
までにセンターに示しているか。

8 市町村から、年度当初までに、センター職員を対
象とした研修計画が示されているか。

・センター職員の資
質向上を図るため、
必要な研修計画の
策定または共有状
況を評価するもの。

評価実施年
度の４月末ま
でに示された、
当該年度内
の研修計画
が対象

（市町村・センター）
・主催者、研修内容・時間数は問わない。
・評価実施年度の4月末までにセンターに
示されている場合に、指標の内容を満たし
ているものとして取り扱う。

（市町村指標なし） 9 センターに在籍する全ての職員に対して、センター
または受託法人が、職場での仕事を離れての研修
（Off-JT）を実施しているか。

・職場の状況に左右
されず、均一な研修
の機会を提供できて
いるかを評価するも
の。

前年度の実
績が対象

（センター）
・主催者、研修内容・時間数は問わない。

10 センターに対して、夜間・早朝の窓口（連絡先）
の設置を義務付けているか。

10 夜間・早朝の窓口（連絡先）を設置し、窓口を住民
にパンフレットやホームページ等で周知しているか。

・虐待等の緊急的な
相談対応が必要な
場合に備え、相談支
援体制等を構築し
周知しているかを評
価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）
・窓口の設置のほか、緊急連絡先の設定
等でも「窓口（連絡先）の設置」とみなす。例
えば、携帯電話等へ電話転送を行っている
場合についても、「窓口（連絡先）の設置」と
みなす。
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市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

11 センターに対して、平日以外の窓口（連絡先）の
設置を義務付けているか。

11 平日以外の窓口（連絡先）を設置し、窓口を住民
にパンフレットやホームページ等で周知しているか。

・虐待等の緊急的な
相談対応が必要な
場合に備え、相談支
援体制等を構築し
周知しているかを評
価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）
・窓口の設置のほか、緊急連絡先の設定
等でも「窓口（連絡先）の設置」とみなす。例
えば、携帯電話等へ電話転送を行っている
場合についても、「窓口（連絡先）の設置」と
みなす。

12 市町村の広報紙やホームページなどでセンター
の周知を行っているか。

12 パンフレットの配布など、センターの周知を行って
いるか。

・住民に広く認知さ
れるための取り組み
を行っているかを評
価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村）
・少なくとも広報紙やホームページで周知を
行っている場合に、指標の内容を満たして
いるものとして取り扱う。
（センター）
・少なくともパンフレットの配布により周知を
行っている場合に、指標の内容を満たして
いるものとして取り扱う。

13 介護サービス情報公表システム等において、セ
ンターの事業内容・運営状況に関する情報を公表
しているか。

（センター指標なし） ・センターの円滑な
利用のため、情報
公表の取組を評価
するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村）
・具体的な公表項目は、名称及び所在地、
法人名、営業日及び営業時間、担当区域、
職員体制、事業の内容、活動実績等。

(2) 個人情報の管理

市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

14 個人情報保護に関する市町村の取扱方針をセ
ンターに示しているか。

13 個人情報保護に関する市町村の取扱方針に従っ
て、センターが個人情報保護マニュアル（個人情報
保護方針）を整備しているか。

・個人情報の取扱方
針が整備されている
ことを評価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）
・データまたは紙面で整備されている場合
に、指標の内容を満たしているものとして
取り扱う。

15 個人情報が漏えいした場合の対応など、セン
ターが行うべき個人情報保護の対応について、セ
ンターへ指示しているか。

14 個人情報が漏えいした場合の対応など、市町村か
ら指示のあった個人情報保護のための対応を、各
職員へ周知しているか。

・個人情報漏えい等
の事態が発生した
場合の対応方法が
整備されていること
を評価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）
・データまたは紙面で整備されている場合
に、指標の内容を満たしているものとして
取り扱う。

16 センターからの個人情報漏えい等の報告事案に
対し、対応策を指示・助言しているか。

（センター指標なし） ・個人情報を適正に
取り扱うため、セン
ターから報告された
事案への対応状況
を評価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村）
・前年度に実績が無い場合、今年度速やか
に指示・助言できる体制を整備している場
合には、指標の内容を満たしているものと
して取り扱う。

（市町村指標なし） 15 個人情報の保護に関する責任者を配置している
か。

・個人情報保護に関
する責任体制が構
築されていることを
評価するもの。

前年度の実
績が対象

（センター）
・常勤で配置されている場合に、指標の内
容を満たしているものとして取り扱う。なお、
専従・兼務の別は問わない。
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(3) 利用者満足度の向上

市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

17 苦情内容の記録等、苦情対応に関する市町村の
方針をセンターに示しているか。

17 市町村の方針に沿って、苦情対応体制を整備し、
苦情内容や苦情への対応策について記録している
か。

・苦情受付体制と苦
情への対応状況を
評価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）
・データまたは紙面で整備されている場合
に、指標の内容を満たしているものとして
取り扱う。

18 センターが受けた介護サービスに関する相談に
ついて、センターから市町村に対して報告や協議
を受ける仕組みを設けているか。

18 センターが受けた介護サービスに関する相談につ
いて、市町村に対して報告や協議を行う仕組みが
設けられているか。

・センターが受けた
相談内容を市町村
との間で共有する体
制を評価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）
・報告の仕組みや会議の開催の仕組み等
を導入している場合に、指標の内容を満た
しているものとして取り扱う。
・介護サービスに関する相談には、介護に
関する幅広い相談や苦情も含む。
・直営の場合は、保険者としての立場から
みて、相談窓口としてのセンターとの間で
連携がなされているかを評価する。

19 相談者のプライバシーが確保される環境整備に
関する市町村の方針をセンターに示しているか。

19 相談者のプライバシー確保に関する市町村の方針
に沿い、プライバシーが確保される環境を整備して
いるか。

・相談対応の際のプ
ライバシーの確保に
関する取組を評価
するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村）

・データまたは紙面で整備されている場合
に、指標の内容を満たしているものとして
取り扱う。

市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

（市町村指標なし） 16 個人情報の持出・開示時は、管理簿への記載と確
認を行っているか。

・個人情報の適正な
取扱状況を問うもの。

前年度の実
績が対象

（センター）
・持出や開示に備え、個人情報の取扱につ
いて整理のうえデータまたは書面を整備し、
持出・開示時に適正に処理されている場合、
指標の内容を満たしているものとして取り
扱う。

２．個別業務
(1) 総合相談支援業務

市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

20 市町村レベルの関係団体（民生委員等）の会議
に、定期的に参加しているか。

（センター指標なし） ・センターの相談環
境の整備のため、
市町村の関係団体
との連携状況を評
価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村）

・関係団体とは民生委員・介護サービス事
業者・高齢者の日常生活支援活動に携わ
るボランティア等をさすが、そのうち少なくと
も民生委員の会議に参加している場合に、
指標の内容を満たしているものとして取り
扱う。

・民生委員の会議がない場合は、自治会等
の会議に参加している場合に、指標の内容
を満たしているものとして取り扱う。
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市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

（市町村指標なし） 20 地域における関係機関・関係者のネットワークに
ついて、構成員・連絡先・特性等に関する情報を
マップまたはリストで管理しているか。

・相談に適切に対
応するための関係
団体との連携状況
を評価するもの。

前年度の実
績が対象

（センター）
・介護サービス事業者・医療機関・民生委
員いずれの情報も管理している場合に、指
標の内容を満たしているものとして取り扱う。
・データまたは紙面で整備されており、逐次
見直しを行っている場合に、指標の内容を
満たしているものとして取り扱う。

21 センターと協議しつつ、センターにおいて受けた
相談事例の終結条件を定めているか。

21 相談事例の終結条件を、市町村と共有している
か。

・相談事例の適切
な進捗管理のため、
住民等からの相談
を終結する目安の
設定状況を評価す
る。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）
・相談事例の終結条件とは、「相談者の主
訴が解決し、主訴以外の困難な問題がな
い場合」「センター以外の適切な機関に繋
げ、適切な引き継ぎが確認された場合」「後
見人が選任された場合」「虐待の解消及び
再燃リスクが消失した場合」等、受けた相
談事例の進捗管理を行うために、市町村と
センターが共通の条件を定めること。
・相談事例の終結条件を定め、データまた
は紙面で整備されている場合に、指標の内
容を満たしているものとして取り扱う。

22 センターにおける相談事例の分類方法を定めて
いるか。

22 相談事例の分類方法を、市町村と共有しているか。 ・相談内容の分析
状況を評価するも
の。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）
・相談内容の類型化、経年分析等、整理手
法は問わない。
・データまたは紙面で整備されている場合
に、指標の内容を満たしているものとして
取り扱う。

23 １年間におけるセンターの相談件数を把握してい
るか。

23 １年間の相談件数を市町村に報告しているか。 ・相談件数の把握
状況を評価するも
の。

前年度の実
績が対象

24 センターからの相談事例に関する支援要請に対
応したか。

※対応例）センターだけでは対応が難しい相談事
例等への支援方針の助言・指導、同行訪問、地域
ケア会議への参加など

24 相談事例の解決のために、市町村への支援を要
請し、その要請に対し市町村から支援があったか。

・相談事例解決の
ための市町村とセ
ンターの連携体制
の構築とその対応
状況を評価するも
の。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）

・市町村とセンターが対応が困難な相談事
例等への対処について、日頃から連携体
制を構築している場合に、指標の内容を満
たしているものをして取り扱う。

・対応実績があった場合のみ、指標の内容
を満たしているものとして取り扱う。

25 センターが対応した家族介護者からの相談につ
いて、相談件数・相談内容を把握しているか。

25 家族介護者からの相談について、相談件数や相
談内容を記録等に残して取りまとめているか。

・介護離職防止の
観点を含めた、家
族介護者への相談
対応の状況を評価
するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）
・相談件数・相談内容の把握方法や取りま
とめの方法については問わない。



7

(2) 権利擁護業務

市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

26 成年後見制度の市町村長申し立てに関する判
断基準をセンターと共有しているか。

26 成年後見制度の市町村長申し立てに関する判断基
準が、市町村から共有されているか。

・適切な成年後見制
度の活用を促すた
め取組状況を評価
するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）
・データまたは紙面で共有されている場合
に、指標の内容を満たしているものとして
取り扱う。

27 高齢者虐待事例及び高齢者虐待を疑われる
事例への対応の流れを整理し、センターと共有
しているか。

27 高齢者虐待事例及び高齢者虐待を疑われる事例へ
の対応の流れについて、市町村と共有しているか。

・虐待事例または虐
待が疑われる事例
への円滑な対応体
制の整備状況を評
価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）
・対応の流れを明確にするためにフロー
チャート形式で整理するなど、データまたは
紙面で整備されている場合に、指標の内容
を満たしているものとして取り扱う。

28 センターまたは市町村が開催する高齢者虐待
防止に関する情報共有、議論及び報告等を行う
会議において、高齢者虐待事例への対応策を
検討しているか。

28 センターまたは市町村が開催する高齢者虐待防止に
関する情報共有、議論及び報告等を行う会議におい
て、高齢者虐待事例への対応策を検討しているか。

※ 前項と同じ 前年度の実
績が対象

（市町村・センター）

・前年度に実績が無い場合、速やかに対応
策が検討できる体制を整備している場合に、
指標の内容を満たしているものとして取り
扱う。

29 消費生活に関する相談窓口及び警察に対して、
センターとの連携についての協力依頼を行って
いるか。

29 消費者被害に関し、センターが受けた相談内容につ
いて、消費生活に関する相談窓口または警察等と連
携の上、対応しているか。

・高齢者の消費者被
害等に対する対応
状況を評価するもの。

前年度の実
績が対象

（センター）
・相談内容に関する記録がデータまたは紙
面で整備されている場合に、指標の内容を
満たしているものとして取り扱う。

（市町村指標なし） 30 消費者被害に関する情報を、民生委員・介護支援専
門員・ホームヘルパー等へ情報提供する取組を行っ
ているか。

※ 前項と同じ 前年度の実
績が対象

（センター）
・少なくとも民生委員に対し情報提供し、取
組内容に関する記録がデータまたは紙面
で整備されている場合に、指標の内容を満
たしているものとして取り扱う。

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

30 日常生活圏域ごとの居宅介護支援事業所の
データ（事業所ごとの主任介護支援専門員・介護
支援専門員の人数等）を把握し、センターに情報
提供しているか。

31 担当圏域における居宅介護支援事業所のデータ
（事業所ごとの主任介護支援専門員・介護支援専門
員の人数等）を把握しているか。

・圏域内の居宅介護
支援専門員に関す
るデータの把握状況
を評価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村）
・把握した情報を、センターにデータまたは
紙面で提供している場合に、指標の内容を
満たしているものとして取り扱う。
（センター）
・把握した情報を、データまたは紙面で整
備している場合に、指標の内容を満たして
いるものとして取り扱う。
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市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

31 センターと協議の上、センターが開催する介護
支援専門員を対象にした研修会・事例検討会等
の開催計画を作成しているか。

32 介護支援専門員を対象にした研修会・事例検討会
等の開催計画を策定し、年度当初に指定居宅介護
支援事業所に示しているか。

・市町村とセンター
の連携による、計画
的な介護支援専門
員向け研修計画の
策定状況を評価す
るもの。

評価実施年
度における、
開催計画が
対象

（市町村）
・センターと協議している開催計画であれ
ば、都道府県主催のものやセンターが共催
するもの、民間事業者等による自主的な研
修や、スキルアップ等を促進するために財
政支援を行う等具体的取り組みによるもの
も、指標の内容を満たしているものとして取
り扱う。なお、データまたは紙面で整備され
ている場合に、指標の内容を満たすものと
して取り扱う。
（センター）
・データまたは紙面で提供している場合に、
指標の内容を満たしているものとして取り
扱う。

32 介護支援専門員を対象に、包括的・継続的ケ
アマネジメントを行うための課題や支援などに関
するアンケートや意見収集等を行い、センターに
情報提供を行っているか。

33 介護支援専門員に対するアンケート・意見収集等
についての市町村からの情報提供や、市町村によ
る研修会の内容等を踏まえ、地域の介護支援専門
員のニーズや課題に基づく事例検討会や、個別事
例を検討する地域ケア会議等を開催しているか。

・市町村とセンター
が介護支援専門員
のニーズを共有して
いるか評価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村）
・データまたは紙面で提供している場合に、
指標の内容を満たしているものとして取り
扱う。

33 地域の介護支援専門員の実践力向上を図るこ
となどを目的とした、地域ケア会議や事例検討等
を行うことができるように、センター職員を対象と
した研修会を開催しているか。

・介護支援専門員の
ニーズを踏まえた研
修等の開催状況を
評価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）

・開催状況について、データまたは紙面で
整備している場合に、指標の内容を満たし
ているものとして取り扱う。

34 介護支援専門員のニーズに基づいて、多様な
関係機関・関係者（例：医療機関や地域における
様々な社会資源など）との意見交換の場を設け
ているか。

34 担当圏域の介護支援専門員のニーズに基づいて、
多様な関係機関・関係者（例：医療機関や地域にお
ける様々な社会資源など）との意見交換の場を設け
ているか。

・介護支援専門員の
ニーズに基づく、介
護支援専門員と医
療機関等の関係者
との連携を推進する
場の設定状況を評
価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村）
・介護支援専門員のニーズに基づいた関
係者との意見交換の場を通じ、顔の見える
関係の有無を問うものであり、在宅医療・
介護連携推進事業等の枠組みで実施する
ものでも構わない。
・都道府県主催のものも対象とする。
・ただし、地域ケア会議は含まない。
（センター）
・担当圏域の介護支援専門員のニーズに
基づくものであれば主催は問わない。
・ただし、地域ケア会議は含まない。

（市町村指標なし） 35 介護支援専門員が円滑に業務を行うことができる
よう、地域住民に対して介護予防・自立支援に関す
る意識の共有を図るための出前講座等を開催して
いるか。

・圏域内の居宅介護
支援専門員が円滑
に業務を行えるよう、
環境整備の取り組
み状況を評価するも
の。

前年度の実
績が対象
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(4) 地域ケア会議

市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

35 センターが介護支援専門員から受けた相談
事例の内容を整理・分類した上で、経年的に件
数を把握しているか。

36 介護支援専門員から受けた相談事例の内容を整
理・分類した上で、経年的に件数を把握しているか。

・介護支援専門員
からの相談内容の
整理状況を評価す
るもの。

前年度の実績
が対象

（市町村・センター）
・相談内容の「整理・分類」と「経年的件数把
握」を行っている場合（市町村においては全
センターで行っている場合）に、指標の内容
を満たしているものとして取り扱う。なお、経
年的とは概ね３年程度とする。

市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

36 地域ケア会議が発揮すべき機能、構成員、ス
ケジュールを盛り込んだ開催計画を策定し、セ
ンターに示しているか。

37 地域ケア会議が発揮すべき機能、構成員、スケ
ジュール等を盛り込んだ開催計画が市町村から示
されているか。

・地域ケア会議の
機能を踏まえ、地
域ケア個別会議及
び地域ケア推進会
議それぞれの機能、
構成員、開催頻度
を決定し、センター
と共有されている
ことを評価するも
の。

評価実施年度
における4月末
時点の状況が
対象

（市町村・センター）
・地域ケア個別会議及び地域ケア推進会議い
ずれについても、その開催計画が策定され、
データまたは紙面にて市町村からセンターに
示されている場合に、指標の内容を満たして
いるものとして取り扱う。（会議の名称は「地域
ケア個別会議」「地域ケア推進会議」に限らな
いが、設置要綱等において、介護保険法第
115条の48が規定する地域ケア会議として位
置づけられている必要がある。）
・地域ケア会議の5つの機能（①個別課題の
解決②地域包括支援ネットワークの構築③地
域課題の発見④地域づくり・資源開発⑤政策
の形成）について、計画された会議ごとに、い
ずれの機能を持つかが明示されており、かつ
５つの機能の全てが、市町村における会議の
体系全体の中に盛り込まれている必要がある。
・開催計画については、市町村が策定してい
るものを評価するものであり、例えばセンター
が作成した計画を単にまとめた計画の場合に
ついては、指標の内容を満たしていないもの
として取り扱う。
・スケジュールについては、少なくとも開催頻
度等の目安を明確化している必要がある。

37 地域の医療・介護・福祉等の関係者に、策定
した地域ケア会議の開催計画を周知している
か。

（センター指標なし） 評価実施年度
における4月末
時点の状況が
対象

（市町村）
・地域ケア個別会議及び地域ケア推進会議の
いずれについても周知している場合に、指標
の内容を満たしているものとして取り扱う。
・少なくとも地域ケア会議の構成員が所属す
る団体へ周知している場合に、指標の内容を
満たしているものとして取り扱う。
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市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

38 センター主催の地域ケア会議の運営方法や、
市町村主催の地域ケア会議との連携に関する
方針を策定し、センターに対して、周知している
か。

38 センター主催の地域ケア会議の運営方針を、セン
ター職員・会議参加者・地域の関係機関に対して周
知しているか。

・地域ケア会議の運
営方法や連携方針
を策定し、センターと
共有されていること
を評価するもの。

評価実施年
度における4
月末時点の
状況が対象

（市町村）
・地域ケア個別会議及び地域ケア推進会
議いずれについても方針を策定し、データ
または紙面で周知している場合に、指標の
内容を満たしているものとして取り扱う。
・運営方法と地域ケア会議の連携について
周知している場合に、指標の内容を満たし
ているものとして取り扱う。
（センター）
・センター職員・会議参加者・地域の関係機
関のいずれにもデータまたは紙面で周知し
ている場合に、指標の内容を満たしている
ものとして取り扱う。

39 センター主催の個別事例について検討する
地域ケア会議に参加しているか。

39 センター主催の地域ケア会議において、個別事例に
ついて検討しているか。

・個別ケースを検討
する地域ケア会議
の開催状況と市町
村の関与を評価す
るもの。

前年度の実
績が対象

40 地域ケア会議において、多職種と連携して、
自立支援・重度化防止等に資する観点から個
別事例の検討を行い、対応策を講じているか。

40 センター主催の地域ケア会議において、多職種と連
携して、自立支援・重度化防止等に資する観点から
個別事例の検討を行い、対応策を講じているか。

・地域ケア会議にお
ける、多職種連携に
よる個別事例の検
討、対応策の実施を
評価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）
・地域ケア会議として位置づけられているも
のが対象
・多職種から受けた助言等を生かし対応策
を講じることとし、対応策とは具体的には以
下のものをいう
・課題の明確化
・長期・短期目標の確認
・優先順位の確認
・支援や対応及び支援者や対応者の
確認
・モニタリング方法の決定 等

※１ 確認とは見直しも含む。
※２ 「多職種」には、民生委員や自治会の

役員等、医療・福祉専門職以外を含む。
・なお、自立支援・重度化防止等に資する
観点から個別事例の検討を行う地域ケア
会議の運営にあたっては、「介護予防活動
普及展開事業 市町村向け手引き」（平成
29年３月厚生労働省老健局老人保健課）
等を参照すること。
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市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

41 センターと協力し、地域ケア会議における個人
情報の取扱方針を定め、センターに示すとともに、
市町村が主催する地域ケア会議で対応している
か。

41 市町村から示された地域ケア会議における個人
情報の取扱方針に基づき、センターが主催する地
域ケア会議で対応しているか。

・個人情報の取扱に
ついて、方針を定め、
それに基づき対応し
ていることを評価す
るもの。

前年度の実
績が対象

（市町村）
・個人情報の取扱方針を定め、データまた
は紙面でセンターに示している場合に、指
標の内容を満たしているものとして取り扱う。
（市町村・センター）
・個人情報の取扱方針に基づき対応してい
る場合に、指標の内容を満たしているものと
して取り扱う。

42 地域ケア会議の議事録や検討事項を構成員
全員が共有するための仕組みを講じているか。

42 センター主催の地域ケア会議において、議事録や
検討事項をまとめ、参加者間で共有しているか。

・地域ケア会議にお
ける議事録等をまと
め、関係者間で共有
している状況を評価
するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）
・議事録等をデータまたは紙面でまとめ、共
有している場合に、指標の内容を満たして
いるものとして取り扱う。

43 地域ケア会議で検討した個別事例について、

その後の変化等をモニタリングするルールや仕
組みを構築し、かつ実行しているか。

43 地域ケア会議で検討した個別事例について、そ
の後の変化等をモニタリングしているか。

・会議の場で検討す
るだけでなく、その
後の経過をモニタリ
ングする仕組みを評
価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）
・モニタリングとは、地域ケア会議の結果を
踏まえた実施状況の把握をいう。
・会議においてモニタリングが必要とされた
事例の全てにおいて実施している場合に、
指標の内容を満たしているものとして取り扱
う。

44 生活援助の訪問回数の多いケアプラン（生活
援助中心のケアプラン）の地域ケア会議等での
検証について実施体制を確保しているか。

（センター指標なし） ・自立に資するケア
マネジメントが行わ
れているかを点検す
るための実施体制
が整備されているか
を評価するもの。

前年度の実
績が対象

45 センター主催の地域課題に関して検討する地
域ケア会議に参加しているか。

44 センター主催の地域ケア会議において、地域課題
に関して検討しているか。

・個別ケースの積み
重ねから共通する地
域課題を発見する地
域ケア会議の開催
状況と市町村の関
与を評価するもの。

前年度の実
績が対象

46 センター主催の地域ケア会議で検討された内
容を把握しているか。

45 センター主催の地域ケア会議における検討事項
をまとめたものを、市町村に報告しているか。

・センターが主催した
地域ケア会議の検
討事項をまとめたも
のを、市町村とセン
ターで共有されてい
ることを評価するも
の。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）
・地域ケア個別会議及び地域ケア推進会議
いずれについても、データまたは紙面で検
討事項をまとめたものを共有している場合
に、指標の内容を満たしているものとして取
り扱う。

47 センター主催及び市町村主催も含めた地域ケ
ア会議の検討内容をとりまとめて、住民向けに
公表しているか。

（センター指標なし） ・地域課題を検討す
る地域ケア会議の
議事概要を住民向
に公表しているかを
評価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村）
・公表の方法は問わない。
・年１回以上実施している場合に、指標の内
容を満たしているものとして取り扱う。
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(5) 介護予防ケアマネジメント・介護予防支援

市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

49 自立支援・重度化防止等に資するケアマネジメ
ントに関する市町村の基本方針を定め、センター
に周知しているか。

46 自立支援・重度化防止等に資するケアマネジメ
ントに関し、市町村から示された基本方針を、セン
ター職員及び委託先の居宅介護支援事業所に周
知しているか。

・自立支援・重度化
防止等に資するケア
マネジメントが行わ
れるよう、市町村とし
ての方針を定めセン
ターと共有している
ことを評価するもの。

評価実施年
度における４
月末時点の
状況が対象

（市町村・センター）

・基本方針には、自立支援・重度化防止に
資するケアマネジメントに関して、基本的な
考え方、ケアマネジメントの類型、実施の手
順、具体的なツール（興味・関心チェック
シート等）及び多職種の視点（地域ケア会議
等）の活用について全て記載され、共有され
ている場合に、指標の内容を満たしているも
のとして取り扱う。

50 センター、介護支援専門員、生活支援コーディ
ネーター、協議体に対して、保険給付や介護予
防・生活支援サービス事業以外の多様な地域の
社会資源に関する情報を提供しているか。

47 介護予防ケアマネジメント・介護予防支援のケア
プランにおいて、保険給付や介護予防・生活支援
サービス事業以外の多様な地域の社会資源を位
置づけたことがあるか。

・多様な地域の社会
資源に関する情報
提供の状況を評価
するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村）
・センター、介護支援専門員、生活支援コー
ディネーター、協議体のいずれに対しても情
報提供を行っている場合に、指標の内容を
満たしているものとして取り扱う。
（センター）
・ケアプラン作成において地域の社会資源
を位置づけたことがある場合、指標の内容
を満たしているものとして取り扱う。

51 利用者のセルフマネジメントを推進するため、
介護予防手帳などの支援の手法を定め、セン
ターに示しているか。

48 利用者のセルフマネジメントを推進するため、市
町村から示された支援の手法を活用しているか。

・セルフマネジメント
推進のための取組
状況を評価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）
・介護予防手帳に限らず利用者自身のセル
フマネジメントに資する手法が市町村から提
示され、それを活用している場合に、指標の
内容を満たしているものとして取り扱う。

52 介護予防ケアマネジメント・介護予防支援を委
託する際の事業所選定について、公平性・中立
性確保のための指針を作成し、センターに明示
しているか。

49 介護予防ケアマネジメント・介護予防支援を委託
する際の事業所選定の公平性・中立性確保のた
めの指針が市町村から示されているか。

・ケアマネジメントを
居宅介護支援事業
所に委託実施する
際の方針が明示さ
れていることを評価
するもの。

評価実施年
度における4
月末時点の
状況が対象

（市町村・センター）
・委託の有無にかかわらず、指針を作成し、
紙面またはデータで共有されていることを評
価の対象とする。

市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

48 複数の個別事例から地域課題を明らかにし、こ
れを解決するための政策を、地域ケア推進会議
から市町村に提言しているか。

（センター指標なし） ・地域ケア会議にお
ける検討が、地域課
題の解決につながる
仕組みとなっている
ことを評価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村）
・提言した政策が実施されたかは問わない。
・地域課題解決のための会議を市町村が直
接開催している場合、その会議が地域ケア
会議の開催計画の中で明確に位置づけら
れていれば、「政策を市町村へ提言してい
る」ものとみなす。
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３．事業間連携（社会保障充実分事業）

市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

55 医療関係者とセンターの合同の事例検討会の開
催または開催支援を行っているか。

51 医療関係者と合同の事例検討会に参加してい
るか。

・センターの活動支
援に資する取組とし
て、医療と介護の連
携に資する取組を評
価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村・センター）
・在宅医療・介護連携推進事業による実施
かは問わない。

56 医療関係者とセンターの合同の講演会・勉強会
等の開催または開催支援を行っているか。

52 医療関係者と合同の講演会・勉強会等に参加し
ているか。

※ 上記と同じ 前年度の実
績が対象

（市町村・センター）
・在宅医療・介護連携推進事業による実施
かは問わない。

57 在宅医療・介護連携推進事業における相談窓口
とセンターの連携・調整が図られるよう、連携会議
の開催や情報共有の仕組みづくりなどの支援を
行っているか。

53 在宅医療・介護連携推進事業における相談窓
口に対し、相談を行っているか。

※ 上記と同じ 前年度の実
績が対象

58 認知症初期集中支援チームとセンターの連携・
調整が図られるよう、連携会議の開催や情報共有
の仕組みづくりなどの支援を行っているか。

54 認知症初期集中支援チームと訪問支援対象者
に関する情報共有を図っているか。

・認知症の総合的支
援に従事する関係者
との連携状況を評価
するもの。

前年度の実
績が対象

（センター）
・認知症初期集中支援事業の訪問支援対
象者の情報（事例の経過や支援結果など）
について、センターから認知症初期集中支
援チーム員に情報提供した事例のほか、
チーム員が直接得た情報についても、セン
ターに情報提供され共有している場合に、
指標の内容を満たしているものとして取り
扱う。

59 生活支援コーディネーターや協議体とセンターの
連携・調整が図られるよう、連携会議の開催や情
報共有の仕組みづくりなどの支援を行っているか。

55 生活支援コーディネーター・協議体と地域にお
ける高齢者のニーズや社会資源について協議を
しているか。

・生活支援体制整備
事業との連携状況を
評価するもの。

前年度の実
績が対象

（センター）
・生活支援コーディネーター及び協議体い
ずれとも協議している場合に、指標の内容
を満たしているものとして取り扱う。

市町村指標 センター指標 趣旨・考え方 時点 留意点

53 介護予防ケアマネジメント・介護予防支援を委託
する際のセンターの関与について、市町村の指針
をセンターに対して明示しているか。

50 介護予防ケアマネジメント・介護予防支援を委
託した場合は、台帳への記録及び進行管理を
行っているか。

・ケアマネジメントを
委託した場合におい
ても、センターの三
職種等が適切に関
与し、必要な支援を
実施できているかを
評価するもの。

評価実施年
度における4
月末時点の
状況が対象

（市町村）
・委託の有無にかかわらず、市町村がセン
ターに対し市町村が作成した指針を、デー
タまたは紙面で示している場合に、指標の
内容を満たしているものとして取り扱う。
（センター）
・委託実施していない場合は、市町村がセ
ンターに対し、市町村が作成した指針を
データまたは紙面で示している場合に、指
標の内容を満たしているものとして取り扱う。

54 介護予防ケアマネジメント・介護予防支援におけ
るセンターの人員体制と実施件数を把握している
か。

（センター指標なし） ・介護予防ケアマネ
ジメントの実施に当
たり適切な人員体制
の整備を行うため、
実施体制等の把握
状況を評価するもの。

前年度の実
績が対象

（市町村）
・月ごとの人員体制及び実施件数について、
センターごとに把握している場合に、指標
の内容を満たしているものとして取り扱う。



 

 

令和５年度～令和９年度安曇野市北部地域包括支援センター業務の 

委託先決定について 

 

このことについて、安曇野市北部地域包括支援センター業務委託公募型プロポーザ

ル実施要領に基づき委託先の選定を実施したところ、下記の事業所が選定されました

のでご報告します。 

 

記 

 

委託法人事業所名 所 在 地 代表者職氏名 

社会福祉法人 

安曇野市社会福祉協議会 

 

安曇野市豊科 4160 番地１ 

 

会 長  小松 正直 

 

 

 【経過報告】 

内 容 結果 日 程 

第２回介護保険等運営協議会 

書面表決により、業務委託方針（案） 
承認 令和４年 10 月 ３日（月） 

第１回選定委員会  令和４年 10 月 ６日（木） 

公告  令和４年 10 月 11 日（火） 

応募に関する質問受付期限  ２件 令和４年 10 月 24 日 (月) 

参加申込書の受理  １事業所 令和４年 11 月 ８日（火） 

企画提案書の受理 １事業所 令和４年 11 月 18 日（金） 

安曇野市地域包括支援センター第２回

選定委員会（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ）による審査 

候補者 

選定 
令和４年 11 月 25 日（金） 

入札 成立 令和５年 ２月 14 日（火） 

委託契約 手続き中  

第４回介護保険等運営協議会 

委託先決定報告 
 令和５年 ３月 24 日（金） 

 

資料４ 
介護保険等運営協議会 

令和５年３月 24日開催 



安曇野市老人福祉計画及び第９期介護保険事業計画に係る策定スケジュール（予定）

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

素案作成

計画案
作成

概要版案
作成

計画書製
本

高齢者実態調査 報告書

在宅生活改善調査 集計

介護サービス等参入意向調査 集計

運協
【10月20日】

（調査実
施・スケ
ジュール）

運協①
(調査概要
報告等）

運協②
（計画策
定・基本事
項）

運協③
（決算報
告・素案検
討）

運協④
（素案検
討・保険料
見込み）

運協⑤
（パブコメ・
計画報告・
概要版検
討）

部長会議
【11月2日】
(基本的事
項・スケ
ジュール・
実態調査）

部長会議
（素案・パブコ
メ）

①政策会議
（計画策定・
条例改正）

②部長会議
（パブコメ・計
画・条例改
正）

全協説明
（素案・パブ
コメ）

議会報告
（計画・パブ

コメ）

条例改正
（保険料等）

全国課長
会議
（第９期計
画の基本
的な考え
方を提示）

全国課長
会議
（基本指
針案の提
示）

県担当者
会議（市町
村へ情報
共有）

県担当者
会議（市町
村へ情報
共有）

施設整備
要望の照
会・とりま
とめ

保険者ヒ
アリング
（松本圏
域）

施設整備
の圏域調
整会議

庁議

議会

国の動向

県の動向

【1月16日～2月28日】

実施 分析

【1月30日～2月28日】

実施

条例改正（介護保険料等）

介護保険等運営協議会

【11月21日～12月23日】

実施 集計 分析

年度 令和４年度 令和５年度

月

計画策定業務 現計画の検証（庁内関連各課）・策定に向けた情報収集
計画素案の
検討・作成

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ
ｺﾒﾝﾄ

推計ツールリリース・国への報告
介護サービス見込み量等

国への報告
保険料確定

県への報告
介護サービス見込み量等

１

８

７

５

３

２

10

６

４

基金取り崩し予定・弾力化検討等

９

条例改正（保険料等）

　　　資料５
介護保険等運営協議会
令和５年３月24日開催



※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

とは？Ⓡ

ⓇⓇ

声かけをしやすく
ラベル・シールを貼っておくこと
で、発見者
が声をか
けるきっか
けになり
ます。

認知症等で行方不明になった際、衣服等に貼ったQRコードが読み取られると、家族等へ瞬時に発見通
知メールが届きます。発見者はQRコードを読み取ると、ニックネームや注意すべきことなど対処方法が
わかるので安心です。チャット形式の伝言板だからやりとりは簡単。お迎えまで迅速に行えます。

何かお困りの様子…
衣服のQRコードに
アクセスしてみよう

大変！おばあちゃんが
いなくなった！いなくなった！

おばあちゃんが
みつかった！

見
発
見
発

に
板
言
伝

ス
セ
ク
ア

者
見
発

家
族
等

洋服等に専用の
QRコードラベルを
貼付けておく 素早く連絡が取れる！

24 時間 365日この画面は家族等と
発見者のみが

見ることができます

動画で確認

1
2
3

スマホのメールアドレスを用意する
登録シートの記入
ラベルシールの貼付け

安曇野市見守りシールの特徴 読み取ると発見者の
手順を確認できます

準備はこれだけ

夜間も伝言板を通じてやりとりが可能。登録し
た方へ瞬時に発見通知メールが届きます

24時間365日OK

氏名・住所・連絡先の記載は不要の為、安心です

個人情報の記載不要

杖

耐洗ラベル
（アイロンで貼り付けられるもの）

蓄光シール
（アイロン不可のもの）

ナイロン素材

アイロンで貼付けるタイプ

耐
洗
ラ
ベ
ル

暗闇で光るシールタイプ

蓄
光
シ
ー
ル

右上腕部

背面 襟元

安曇野市見守りシール交付事業

お問合せ 安曇野市  福祉部  
高齢者介護課  介護予防担当 電話：0263-71-2474



2023.2.6

Ⓡ 利用開始までの準備

行方不明発生→保護→ご帰宅までの流れ

申請
❶ 安曇野市 高齢者

介護課 にて 申請
します。 家族等 自治体

「安曇野市見守りシール」貼り付け
❷ 交付された「安曇野市

見守りシール」を衣服・持
ち物等に貼り付けます。 家族等

行方不明発生→通行者による発見 発見者ご本人

保護・QRコード読取

読取通知メール受信
家
族
等

家
族
等

家
族
等

家
族
等

情報の確認・現在地入力 発見者の個人情報は守られます
発
見
者

発見通知メール受信 発見者が発見情報を入力・送信すると
自動的に発見通知メールが届きます

伝言板でやりとり
発
見
者

お迎え→ご帰宅 ご本人
発見者

発見者がQRコードを読み取るだけで
自動的に読取通知のメールが届きます

発見者

ご本人
発見者

ご本人



   

安曇野市介護保険等運営協議会 委員名簿 

団体等の名称 職名 氏  名 

一般公募   布山
フヤマ

 昌
マサ

徳
ノリ

 

一般公募   奥田
オクダ

 佳孝
ヨシタカ

 

一般公募   新井
アライ

 清美
キヨミ

 

安曇野市シニアクラブ連合会 会長 藤岡
フジオカ

 嘉
ヨミス

 

安曇野市民生児童委員協議会 
穂高地区民生児童委員協

議会会長 
笠原
カサハラ

 健
ケン

市
イチ

 

リーガルサポートながの   黒澤
クロサワ

 幸恵
ユキエ

 

特定非営利活動法人ＪＡあづみくらしの助け合い 

ネットワークあんしん 
代表理事理事長 池田

イケダ

 陽子
ヨウコ

 

安曇野市医師会  副会長 中島
ナカジマ

 美智子
ミチコ

  

安曇野市歯科医師会  地域医療連携部理事 内川
ウチカワ

 剛
ツヨシ

 

安曇野市社会福祉協議会 介護事業課長 黒木
クロキ

 昌一
ショウイチ

 

NPO 法人アルウィズ 事務局長 小澤
オザワ

 悠
ユウ

維
イ

 

安曇野市介護保険事業所連絡協議会 訪問介護部会 小林
コバヤシ

 真弓
マユミ

 

安曇野市介護保険事業所連絡協議会 通所部会 内山
ウチヤマ

 理恵子
リエコ

 

安曇野市介護保険事業所連絡協議会 居宅介護支援部会 坂井
サカイ

 さつき 

安曇野市介護保険事業所連絡協議会 グループホーム部会 中林
ナカバヤシ

 美雪
ミユキ

 

安曇野市介護保険事業所連絡協議会 施設サービス部会 長田
ナガタ

 珠美
タマミ

 

 

参考資料１ 
安曇野市介護保険等運営協議会 

令和５年３月 24 日開催 

（任期：令和６年３月31日まで） 



○ 安曇野市介護保険条例 一部抜粋 

平成17年10月１日条例第138号 

 

（安曇野市介護保険等運営協議会の設置） 

第13条の２ 地方自治法第138条の４第３項の規定により、市の介護保険事業の適切な運営を図るた

め、安曇野市介護保険等運営協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第14条 協議会は、次に掲げる事項を協議又は審査する。 

(１) 法第８条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第８条の２第12項に規定する地域密

着型介護予防サービスに関する事項 

（２） 法第115条の46第１項に規定する地域包括支援センターの設置及び運営に関する事項 

(３) 法第117条第１項に規定する介護保険事業計画及び老人福祉法（昭和38年法律第133号）第

20条の８第１項に規定する老人福祉計画の策定並びに進捗状況に関する事項 

(４) 前３号に定めるもののほか、介護保険推進事業に関する事項 

（組織） 

第15条 協議会は、委員16人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数の範囲内で、市長が委嘱する。 

(１) 公募により選考された被保険者 ３人 

(２) 学識経験を有する者 ３人 

(３) 保健、医療又は福祉関係者 ５人 

(４) 介護保険サービス提供事業者 ５人 

３ 委員の任期は２年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第16条 協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第17条 協議会は、会長が招集し、議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴く

ことができる。 

（除斥） 

第18条 協議会の委員は、当該議事に係る事業者と利害関係を有すると認められるときは、その議事

に参与することができないものとする。 

２ 協議会の会長及び副会長が前項の規定により議事に参与することができないときは、当該議事に

係る会長の職務は、あらかじめ会長が指名した委員が行うものとする。 

（部会） 

参考資料２ 

安曇野市介護保険等運営協議会 

令和５年３月24日開催 



第19条 協議会に部会を設置することができる。 

（守秘義務） 

第20条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第21条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年７月１日から施行する。 

 （委員の任期の特例） 

２ この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第15条第３項の規定にかかわらず、平成30

年３月31日までとする。 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（委員の任期の特例） 

５ この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第15条第３項の規定にかかわらず、令和４年

３月31日までとする。 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（委員の任期の特例） 

５ この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第15条第３項の規定にかかわらず、令和６年

３月31日までとする。 

 

 

 



○ 安曇野市介護保険規則 一部抜粋 

平成17年10月１日規則第95号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、法令及び安曇野市介護保険条例（平成17年安曇野市条例第138

号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、市が行う介護保険に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（部会の設置） 

第34条 条例第19条の規定に基づき、安曇野市介護保険等運営協議会（以下「協議会」と

いう。）に介護保険関連サービス候補事業者選定部会（以下「部会」という。）を設置

する。 

（任務） 

第35条 部会は、応募事業者の提案について、市長が別に定める審査基準に基づき、審査

選定を行い、候補事業者を市長へ報告するものとする。 

（組織） 

第36条 部会は、委員６人をもって組織する。 

２ 部会の委員は、協議会の委員のうちから協議会の会長が指名する。 

３ 部会の委員が、当該議事に係る事業者と利害関係を有すると認められる場合は、当該

議事に限り、当該委員を部会の委員より除き、代理委員を協議会の委員のうちから協議

会の会長が指名するものとする。 

（任期） 

第37条 部会の委員としての任期は、第35条に規定する報告の日までとする。 

（部会長及び副部会長） 

第38条 部会に部会長及び副部会長を各１人置き、部会の委員の互選により定める。 

２ 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 

３ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第39条 部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。 

２ 部会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは部会長の決するところに

よる。 

  

 

参考資料３ 
介護保険等運営協議会 

令和５年３月24日開催 



   

安曇野市 出席者名簿 

 

地域包括支援センター 出席者名簿 

所  属 職名 氏  名 

北部地域包括支援センター 管理者 前田
マエダ

 豊
トヨ

博
ヒロ

 

南部地域包括支援センター 管理者 山岸
ヤマギシ

 佳
カ

苗
ナエ

 

 

所  属 職名 氏  名 

福祉部高齢者介護課 課長 丸山
マルヤマ

 知子
トモコ

 

福祉部高齢者介護課介護予防担当 課長補佐 高橋
タカハシ

 奈津子
ナ ツ コ

 

福祉部高齢者介護課介護予防担当 課長補佐 深井
フカイ

 恵子
ケイコ

 

福祉部高齢者介護課介護保険担当 係長 高橋
タカハシ

 恵
メグミ

 

福祉部高齢者介護課介護保険担当 係長 塩原
シオハラ

 香
カ

苗
ナエ

 

福祉部高齢者介護課長寿福祉係 係長 熊井
クマイ

 勝
カツ

志
シ

 

福祉部高齢者介護課認定調査係 係長 高橋
タカハシ

 智一
トモカズ

 

福祉部高齢者介護課介護予防担当 保健師 松田
マ ツ ダ

 真奈美
マ ナ ミ

 

福祉部高齢者介護課介護予防担当 保健師 中澤
なかざわ

 弘子
ひ ろ こ

 

福祉部高齢者介護課介護予防担当   再任用 野本
ノ モ ト

 岳
タケ

洋
ヒロ

 

当日資料 1 
安曇野市介護保険等運営協議会 

令和５年３月 24 日開催 


